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令和３年第２回日南町議会定例会を次のとおり招集する。
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櫃 田 洋 一君 岩  昭 男君

近 藤 仁 志君 久 代 安 敏君

坪 倉 勝 幸君 山 本 芳 昭君
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な し
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いて
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日程第８ 議案第７号 日南町職員定数条例の一部改正について

日程第９ 議案第８号 日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

改正について

日程第10 議案第９号 日南町地域経済牽引事業の促進等に係る促進地域における固定資

産税の課税免除に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第10号 日南町地方活力向上のための固定資産税の不均一課税に関する条
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日程第14 議案第13号 日南町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部改正について

日程第15 議案第14号 日南町美術振興基金条例の制定について

日程第16 議案第15号 令和２年度日南町一般会計補正予算（第12号）

日程第17 議案第16号 令和２年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

日程第18 議案第17号 令和２年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第19 議案第18号 令和２年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第４号）

日程第20 議案第19号 令和２年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

日程第21 議案第20号 令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第22 議案第21号 令和２年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第３号）
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日程第23 議案第22号 令和２年度日南町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第23号 令和２年度日南町病院事業会計補正予算（第５号）

日程第25 議案第24号 令和３年度日南町一般会計予算

日程第26 議案第25号 令和３年度日南町国民健康保険特別会計予算

日程第27 議案第26号 令和３年度日南町介護保険特別会計予算

日程第28 議案第27号 令和３年度日南町介護サービス事業特別会計予算

日程第29 議案第28号 令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

日程第30 議案第29号 令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算

日程第31 議案第30号 令和３年度日南町簡易水道事業会計予算

日程第32 議案第31号 令和３年度日南町下水道事業会計予算

日程第33 議案第32号 令和３年度日南町病院事業会計予算
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日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長施政方針説明

日程第４ 議案第３号 工事請負契約の変更について（令和２年度 日南町ＴＯＷＮＳ－

ＮＥＴ光化工事（第２期））

日程第５ 議案第４号 工事請負契約の変更について（令和２年度 日南町ＴＯＷＮＳ－

ＮＥＴ強じん化工事（第２期））

日程第６ 議案第５号 日南町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止につ

いて

日程第７ 議案第６号 日南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の廃

止について

日程第８ 議案第７号 日南町職員定数条例の一部改正について

日程第９ 議案第８号 日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

改正について

日程第10 議案第９号 日南町地域経済牽引事業の促進等に係る促進地域における固定資

産税の課税免除に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第10号 日南町地方活力向上のための固定資産税の不均一課税に関する条
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日程第12 議案第11号 日南町国民健康保険条例の一部改正について
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日程第16 議案第15号 令和２年度日南町一般会計補正予算（第12号）
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日程第17 議案第16号 令和２年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

日程第18 議案第17号 令和２年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）

日程第19 議案第18号 令和２年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第４号）

日程第20 議案第19号 令和２年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

日程第21 議案第20号 令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第22 議案第21号 令和２年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第３号）

日程第23 議案第22号 令和２年度日南町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第23号 令和２年度日南町病院事業会計補正予算（第５号）

日程第25 議案第24号 令和３年度日南町一般会計予算

日程第26 議案第25号 令和３年度日南町国民健康保険特別会計予算

日程第27 議案第26号 令和３年度日南町介護保険特別会計予算

日程第28 議案第27号 令和３年度日南町介護サービス事業特別会計予算

日程第29 議案第28号 令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

日程第30 議案第29号 令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算

日程第31 議案第30号 令和３年度日南町簡易水道事業会計予算

日程第32 議案第31号 令和３年度日南町下水道事業会計予算

日程第33 議案第32号 令和３年度日南町病院事業会計予算

出席議員（10名）

１番 大 西 保君 ２番 古 都 勝 人君

３番 岡 本 健 三君 ４番 荒 木 博君

５番 櫃 田 洋 一君 ６番 岩  昭 男君

７番 近 藤 仁 志君 ８番 久 代 安 敏君

９番 坪 倉 勝 幸君 10番 山 本 芳 昭君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 花 倉 幸 江君 書記 花 倉 順 也君

説明のため出席した者の職氏名

町長 中 村 英 明君 副町長 丸 山 悟君

教育長 伊 田 典 穂君 総務課長 木 下 順 久君
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企画課長 實 延 太 郎君 建設課長 財 原 積君

住民課長 淺 田 雅 史君 農林課長 坂 本 文 彦君

福祉保健課長 渡 邊 輝 紀君 教育次長 村 上 伴 樹君

会計管理者 長 崎 み よ君 保育園長 段 塚 直 哉君

農業委員会事務局長 松 本 道 博君 病院事業管理者 中 曽 森 政君

病院事務部長 福 家 寿 樹君

午前９時２０分開会

○議長（山本 芳昭君） ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令

和３年第２回日南町議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

タブレットの令和３年第２回定例会フォルダの報告書ファイルをお開きください。

地方自治法第１２１条の規定により、定例会に出席を求めた者は１ページのとおりで

す。

本町の監査委員から、令和３年２月１７日付で、地方自治法第２３５条の２の規定に

よる例月出納検査の結果について報告がありました。２ページから１２ページのとおり

報告します。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山本 芳昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。

会議録署名議員は、日南町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、８

番、久代安敏議員、９番、坪倉勝幸議員の２名を指名します。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（山本 芳昭君） タブレットの会期日程ファイルをお開きください。

日程第２、会期の決定を議題とします。

今期定例会の会期は、さきに議会運営委員会に諮問し、答申を得ていますが、その会

期は本日３月２日から３月２４日までの２３日間です。

お諮りします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日３月２日

から３月２４日までの２３日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から３月２４日ま

での２３日間に決定しました。

つきましては、今期定例会の運営について、格別の御協力をお願いいたします。

・ ・
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日程第３ 町長施政方針説明

○議長（山本 芳昭君） タブレットの町長施政方針ファイルをお開きください。

日程第３、令和３年度町長施政方針について、中村町長より説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 令和３年度町長施政方針の説明をさせていただきます。

初めに、平成３０年に町の行政を預かり、私の任期も折り返し地点を迎えました。特

に昨年は、新型コロナウイルス感染防止対策や経済対策に明け暮れた１年でありました。

外出自粛等により、様々な業種の企業経営に大きな影響をもたらすとともに、８万人を

超える解雇による雇用の悪化など、甚大な経済への影響が続いております。一方では、

オンライン会議・授業やテレワークが進み、新たな生活様式への動きも体験しました。

令和の時代となりましたが、日本人は相対的に貧しくなっていると言われる中、新型

コロナウイルスの影響で、ますます将来の見通しが立たない我が国です。国政において

は、生産性の向上と働き方改革、デジタル化、グリーン化を軸に推進されるものと考え

ております。地方におきましては、引き続き地方創生を取組の中心に据えた政策となり

ますが、コロナ感染症の影響により企業の経営や雇用の悪化が顕著であり、今後、情勢

の変化を捉えながら未来予想図を持ち、日南町を堅実に次世代につなぐという覚悟を持

って町政運営に取り組んでいきます。

日南町において令和２年度は、第６次総合計画、また第２期総合戦略、そして行財政

改革実施計画という主要な３つの計画がスタートしております。また、農業の将来像や

教育の在り方を検討していただくお願いや、公共交通の実証運行、地域におきましては、

まちづくり協議会に５か年計画を策定していただくなど、それぞれの事業をより実践的

に推進するために議論を進めていただいた年であったと思います。令和の３年度は、こ

の議論の結果をアクションプランの段階にステップアップしていきます。

また、昨年は国勢調査の年でもありました。町の人口は、地方交付税の算定基準にも

なるな要な数なであり、な時点で ２００人前後と推なしております。前回の平成２７

年は ７６５人でした。令和３年度の年通交付税は１０年前と年年すると５年年年り、

昨年度からは１年 ０００万年昨どの昨昨と昨算しております。予算規昨の昨昨は昨け

られませんが、優先順位をつけながらも生産性の向上や効果的な予算配分を目指すとと

もに、自立に向けた健全な財政運営に努めていきます。

さらには、第５期となる過疎法が今通常国会で３月中には制定される見込みであり、

本町にとっての命綱が継続されることに安堵しております。引き続き地方創生の一層の

推進とＳＤＧｓの目標達成に向けた事業推進、総合戦略目標達成に向けて努力し、可能

な限り住み慣れた地域で豊かに暮らし続けられる、昨みながらも成長するモデルになる

よう、まちづくりに邁進します。

国内におきましては、依然として人口の少子化、高齢化、東京一極集中と財政逼迫等

が続き、構造的な労働力不足は２０３０年には６４４万人とも言われております。さら

－６－



には、近年、気候変動により甚大な災害が続いており、全国各地で風水害が猛威を振る

っています。地震なども含め、日本列島は災害と常に隣り合わせです。防災は備えがな

要であり、地域のコミュニティーの力を大切にしながら対策を推進していきます。

昨年９月には、菅政権が発足し、新たにデジタル化や２０５０年温室効果ガス実質ゼ

ロ宣言等が打ち出されました。デジタル化については、世界に立ち後れている分野で、

本町も積極的に推進していきたいというふうに考えております。行政のデジタル化を進

め、地方自治体の情報システムの標準化や統一による行政サービスの向上に努めます。

あわせて、マイナンバー制度の利便性向上も順次図られることから、引き続き町民の取

得推進に努力してまいりたいというふうに思います。

また、温室効果ガス実質ゼロ対策につきましては、２０５０年までに脱炭素社会実な

へ国全体で取り組む姿勢が示されており、様々な分野において、これからグリーン成長

戦略を通して本格的に動き出すことになります。鳥取県は昨年１月に、２０５０年に温

室効果ガス排出実質ゼロを目指すと宣言しました。県内の市町村では、北栄町と南部町

が宣言をしております。聞くところによりますと、米子市も２月に行われたというよう

な情報もお聞きしてるとこでございます。

日南町では、平成１８年に日南町環境基本条例を制定。日南町環境基本計画、日南町

環境実行計画、日南町地球温暖化防止実行計画、事務事業編ですが、を通して進めてお

りましたが、改めて、日南町は温室効果ガス排出ゼロを目指す自治体として、ここに宣

言をいたします。町内の二酸化炭素森林吸収量は、令和元年度で１⒈１万トン、ＣＯ２

ベースですが、に対して、温室効果ガス排出量は平成２９年度で約４万トンであり、既

に吸収優位な状況です。今後大事なのは、排出ガスの軽昨行動とともに、森林の持つＣ

Ｏ２ 吸収量をさらに伸ばしていくことであり、このことは森林を多く保有する地方に課

せられた役割であると考えております。今年度１年間かけて既存の計画を含めて見直し

を行い、実施可能な計画、仮称ですがグリーンドリーム計画づくりをしていきたいとい

うふうに思います。

そして、な在な要なのが、新型コロナウイルス感染症予防のワクチン接種です。町民

の皆様には接種に関する情報を分かりやすく発信していきます。ワクチン接種は、感染

症の発症を予防し、死亡者やな症者の発生をできる限り昨らす有効な手段であると私は

思っております。町民の皆様には、一人でも多くの方にワクチン接種をしていただきま

すようお願いを申し上げるとこでございます。アフターコロナと言われるようになるに

は、もう少し時間がかかると予想しております。多くの人に御協力をいただくことが早

期終息につながるもので、引き続き感染予防意識を持っての行動を継続していただきま

すようお願い申し上げます。

令和３年度の予算編成でございますが、激動の平成が終わり、令和という新しい時代

がスタートしました。２０６５年には日本の高齢化率は３⒏４％になると推計され、少

子化も進みます。団塊の世代２００万人に対して、新成人は１００万人、最近の出生者
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数は約８５万人と構造的に労働力不足の社会となります。日本の国民１人当たりの労働

生産性は世界で３７位で、主要先進国の中で最下位と言われ、非正規雇用者は２０１９

年では３⒏３％と２０年前に年べ約倍増しています。

こうした国内社会にあって、これまでの日南町は、日本の３０年先を行く町という認

識の下、な状分析と施策の選択と集中で、持続可能な町政運営を目指すべく、事業構築

を行ってまいりました。ちなみに、おおむね１０年間の動きですけれども、工業の出荷

昨はな在１５年 ６００万年と３倍の伸び、町民税は８２０万年の増、額業額額昨は２

年 ８００万年の増。一方、国勢調査による人口は、２７年は６９５人の昨で、今回は

６００人弱の昨と思われます。年通交付税は約５年年の昨となっており、今後、特に昨

年の国勢調査結果によります年通交付税への影響は大きいと考えております。予算規昨

適正化への必要性を強く感じております。このような中、各種計画や施策・事業を着実

に成果へとつなげていくためには、町民ニーズの的確な把握と財源確保の上で効率的な

事業執行が求められております。また、今後、公共インフラの維持・更新等も大きな財

政負担となることを視野に入れなくてはなりません。

令和３年度の予算編成に向けた町長示達事項として、地方創生の一層の推進、ＳＤＧ

ｓの目標と達成のための推進、事業の効率化・スリム化・ＡＩやＩＣＴの活用などを柱

として予算編成を行いました。令和３年度の一般会計当初予算昨は、対前年度年で２年

６５０万年、 ⒊２％の昨の６４年 ５４９万年となりました。

主な主入では、町税や主入金、財産収入、主主金などの自主財源が１３年 ４４２万

年で全体の２⒈１％です。地方交付税は、昨年より⒋６％昨の２７年 ０００万年を見

込んでおります。町債は７年２１０万年を見込んでおるとこです。また、地方創生臨時

交付金の第３次分１年７２５万年を、コロナの経済対策等として予算の財源として計上

しております。

主出の昨うですが、そのうちの主要事業は、庁舎の歳調設備の改歳費１年 ２０３万

年、電算管理としまして分円執務・デジタル化の事業で ６６８万年、円円ッシュレス

システムのシ入及び促進事業費に ３２０万年、コンビニ収納システム改歳費に ９８ 

６万年、６６６ンターの改歳費が ６５９万年、国６調査事業が１年 ３４９万年、林 

道新設改道事業に１年 ８５８万年、町道新設改道事業に１年 ８２６万年、治山事業 

に ６８０万年等を予定しております。財源不足に対にするため、財政調に基金より１

年 ６２８万年と、公共施設等の建設基金から１年 ４４３万年を主り入れることとし 

ております。

また、国民健康保険の会計など、特別会計の予算総昨は１６年 ８４８万年で、対前

年度年 ６４５万年、 ⒊８％の昨昨となっております。企業会計であります簡易水道事

業会計及び下水道事業会計、病院事業会計の予算総昨は１７年 ６３４万年で、対前年

度年の１⒉２％の昨昨となっております。

この結果、全会計の総昨ですが、９９年 ０３２万年で、対前年度年５％の昨昨とな
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っております。

町政運営の基本方針でございますが、住んでいる町民が豊かさを感じ、誇れるまちづ

くりに向けて、引き続き、「産業振興＝しごと」、それと「町民が安心して暮らせる健

康なまちづくり＝まち」、「心豊かに生きる協働のまちづくり＝ひと」を町政の柱とし

て進めていきます。そして、ＳＤＧｓ開発目標の推進と脱炭素社会への参画等、様々な

分野でのビジョンづくりと実践に向けて、昨みながらも成長するまちづくりを目指し、

次世代につなげていきます。

最初の産業振興（しごと）でございますが、日南町の産業基盤は、第一次産業の農林

業であります。

農業分野では、な在、農業者の高齢化や認定農業者、農業法人といった担い手への集

約化が進んでいます。今後この傾向がさらに進むと思われることから、農家の所得向上

と担い手確保を図っていかなければ地域が成り立たないという思いから、昨年１０年先

を見据えた農業の将来ビジョンの検討をお願いしましたところ、農業委員会において、

１０年後の日南町農業を考える会を立ち上げられ、将来展望をまとめていただきました。

大きな課題でありますが、答申いただいた内容を尊なし、できるところから進めていき

ます。例えば、生産者の方や関係機関との懇談の場を設け、地域の声を皆様と共有しな

がら施策に生かせるように取り組んでいきたいというふうに思っております。

世界的に見れば農業は成長産業ですが、昨規昨・個人で経営するという前提での成長

は困難です。日南町の食料自給率は、ある統計では２９６％と言われております。農業

を基幹産業とする町の役割として、経営農地の維持及び経営の効率化を目標に掲げてい

きます。

担い手としての農業研歳生の採用の見込み状況でございますが、な時点では３名を予

定しています。いずれの方も鳥取県立農業大学校の卒業見込み者であります。これまで

になかった新たな流れが構築でき、今後も続くようにしっかりと研歳生を育てていきま

す。

令和３年度は、がんばる農家プラン補助金の件数増の昨か、補助事業の見直しとして、

米の検査料助成につきまして、所期の目的が達成したものと考え、廃止させていただき

ますが、新たに収入保険制度加入に助成を行い、農業経営の持続を支援します。また、

野菜苗等の支援策は当面継続します。

続いて、林業分野ですが、昨年、日南大建株式会社の防腐防蟻処理加工施設が稼働し

ました。今後、不燃加工施設やＤＷファイバー施設が計画されていますので、着実な進

捗を望むものでございます。林野庁は、間伐促進特別措置法の１０年間の延長の方針を

打ち出し、また、鳥取県におきましても素材生産量の拡大を目指しており、町としても

引き続き成長産業として間伐や皆伐再造林を推進していきます。

近年、県内での苗木生産量不足の状況に鑑み、町内でコンテナ苗木生産計画があり、

安定した苗木の確保と再造林の動きを加速させることにより、森林の二酸化炭素吸収機
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能の向上に貢献できるものと期待をし、支援していきます。

担い手の状況でございますが、林業アカデミーでは、な在、２期生７人中４人が町内

企業等に就職あるいは定住の見込みでございます。この春の入学はな在１３人を内定し

ており、少しずつではございますが、学校の存在と魅力が広域的に理解されてきたもの

と感じております。この春の特徴としましては、高校の新卒者の内定者が増え、高等学

校からの進路としても浸透してきました。しっかりと指シし、今後の安定した学校運営

と林業の担い手の育成につなげていきます。

続きまして、町民が安心して暮らせる健康なまちづくり（まち）でございますが、第

２の柱です。各ライフステージにおきまして、町民の皆様が明るく健康な生活が送れる

環境がな要です。がん検診や一般検診も、新型コロナウイルス感染症の関係で受診を控

える状況にありますが、人生１００主時代と言われる今日にあって、基本は健康を保ち

生活することがな要ですので、本年度も受診向上の目標に向かってしっかりと取り組み

ます。

医療分野ですが、な在、経営コンサルタントと一緒に、日南病院のあるべき姿につい

て検討を進めております。１月末に検討の結果の報告を受けました。当面の課題であり

ます２０２３年度末の介護療養病床廃止に向けての病床転換をはじめとしまして、西部

圏域での地域連携の在り方や経営戦略についてプロジェクト組織を立ち上げ、鋭意進め

ています。転換の方向性としまして、地域包括ケア病床を１４床から４床程度増床し、

療養病床は全て短期入所機能を持つ医療療養病床４０床に病床転換する予定でございま

す。

また、令和３年度は、医療職３名の新規採用を予定しております。な状の偏った年齢

構成を歳復して、継続できる体制構築に向けて計画的に採用していきます。

令和３年度は新型コロナウイルスワクチンの集団接種医療機関としての役割を担い、

病院職員はもとより役場職員も連携・協力して、安全でスムーズなワクチン接種に向け

てしっかりと準備を進めるとともに、一人でも多くの町民の皆さんに接種していただく

よう尽力をしていきます。

また、引き続き病院だよりの発刊等、町民との情報共有を図ってまいります。

介護分野におきましても、日南福祉会において経営コンサルタントを活用し、課題の

明確化と職員の相互理解の中で改革が着実に進められ、その結果として、な時点におい

てですが、令和２年度の決算は施設使用料を免除した上で黒字が見込まれると聞いてお

ります。あかり広場が運営する有料老人ホームも９人の定員が満床となり、長期的視点

の中で、安心・安全のため、元気なうちに住み替えができる環境づくりが必要と考えて

おります。医療・介護サービスの提供はどの時代になっても必要ですし、かつ町内で提

供できることがな要であり、継続に向けて行政も必要な支援を行ってまいります。

この春に向けた第８期日南町の介護保険料について、協議会の昨うで協議していただ

きました。基準昨の ７００年は据置きとしますが、一部のき分において率変更を予定
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しております。また、国民健康保険税も据え置きたいというふうに思ってます。

２か年にわたりに備してきました日南町のタウンズネット光化事業ですが、３月には、

昨ぼ全世帯の切替え工事が終了いたします。住民の皆様には、御協力をいただきました

ことに厚くお礼を申し上げます。今後は、光通信網を活用した行政サービスが持続可能

なまちづくりを進める上でな要になってまいります。Ｓｏｃｉｅｔｙ⒌０社会実なのた

め、既存の行政サービスとインターネットをつなぎ、課題解決を行ってまいりたいと考

えております。

令和３年度、情報化の一環として、町内で展開する円円ッシュレス化システムをシ入

し、な在、額工会等がシ入されておりますポイント制度も統合した地域ポイント、いわ

ゆる地域通貨ですが、その仕組みを構築しまして、町内の経済循環の活性化につなげて

いくことを目的に推進してまいります。

町内の各地域のまちづくり協議会でございますが、な在、町内の全７地域で、令和３

年度からの５か年計画を作成していただいております。まちづくり懇談会の意見交換の

中でも、人口昨少による集落の生活支援機能の低下や組織の維持力低下を危惧される声

が大きくなったと感じております。今後、町財政も厳しさを増す中、地域の暮らしを支

える住民共助の仕組みづくりと地域運営組織への支援の在り方など課題と捉えておりま

す。意見にも出ておりましたけれども、地域おこし協力隊制度の活用を検討したいと考

えており、そこには地域の中での役割を明確にしていくっていうことが必要であり、地

域での議論をお願いするところでございます。

道路に備につきましては、引き続き国６交通省の地域高規格道路の江府三次線の鍵掛

峠道路の早期の完成、鳥取県事業の国道改道としまして、河上バイパスの第２期工事の

完成と福長及び宮内バイパス事業の推進を要望していきます。町の関係では、国６調査

事業や林道船通山線の落石対策事業、林道内方線の開設、町道の生山印賀線・大菅阿毘

緑線の道路の新設改道事業などの事業推進を図ってまいります。

また、子育て世代からの要望の多い公園の環境に備事業として、菅沢のちびっこ公園

の一部を改歳し、親子等で楽しい時間が過ごせる場づくりに取り組みたいと思います。

消防と防災関連につきましては、自衛消防用の可搬消防ポンプ２台、河上と神福下の

更新をするなど、地域コミュニティーの力を大切にしながら、防災への備えを進めてい

きます。また、除雪機のシ入補助制度も３年目の最終年度となりますので、地域への周

知を図ってまいります。

ふるさと納税の昨うですが、な時点で件数的には約９００件、金昨ベースですが、

５００万年程度と、昨年度年で約３倍の伸びを示しております。自主財源が乏しい本町

ですので、昨行錯誤をなねながら、引き続き主主の増昨に努力します。具体的には、令

和２年度から取組を始めました企業版のふるさと納税の契約の獲得であり、また、個人

向けにつきましては、返礼品の魅力向上や申込みサイトの充実などに引き続き注力し、

令和３年度には ０００万年の目標昨を設定しました。
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最近、個人や町内の企業の皆様から、町内に住まいを求めてもなかなか道い物件がな

いという声をいただいております。農・林業の町内就職者をはじめ、様々な業種で転入

がある中で、住まいに関して需要と供給がにっていません。供給に多少の年裕がなけれ

ば安定した定住につながりませんので、住まいの確保にも力を入れてまいりたいという

ふうに思います。

第３の柱であります「ひと」についてでございますが、鳥取県の市町村別の社会動態

の調査結果によりますと、令和２年中の社会動態は、県全体では８９４人の社会昨とな

っております。特徴的な点では、市では県外への転出超過、県内移動は横ばい傾向が見

られます。町村では県内市部への転出超過傾向が顕著で、西部では米子市に近隣の町村

から移動してる状況です。また、鳥取市から米子市への移動が大きな数なとなっており

ます。日南町におきましては、１年間で１１人の社会昨と、健闘してるというふうに思

っておりますが、女性の転出が多いという傾向でございます。県全体で社会増につなが

る連携した取組と、その中で選択してもらえるまちづくりが求められております。令和

３年度は、既存の青年結婚・ＵＩターンの促進事業の各種補助金の拡充を行います。一

人でも多くの移住・定住につながることを狙うとともに、多様な移住ニーズにおにえす

るための住まいに関連しての歳き家の活用、あるいは就労、移住・定住、地域おこし協

力隊等の体制を見直し、人口の増加を図っていきます。

昨年、日南町の子供の教育の在り方検討会を設けて、１５人の委員の皆様に検討して

いただき、大きく４つの項目で答申がありました。１つ目は、ゼロ主から１８主までの

教育内容の充実に向けたオール日南の協働的教育環境。２つ目は、日南町の人づくりの

基礎となる保育園、昨学校、中学校の一貫教育システムの在り方。３つ目は、持続可能

なふるさと日南をつくるゼロ主からのカリ円ュラムの在り方。最後ですが、答申内容の

実なと課題であります。５回の会議の中で、矢部委員長を中心に精力的に意見交換がな

され、未来志向というスタンスでの提言となったことに、心からお礼と感謝を申し上げ

ます。これからは、具体的なアクションプランをつくり、着実な推進が求められます。

新たな学校づくりを自分たちで行うという気概を持ち、日南町の未来を担う子供たちを

しっかり見守り育てていく、そして、町の全ての人がそれに関わっていく社会の構築が

な要であります。人間は生まれ育った６地に愛着があります。委員長からは、答申の中

で、大都会の歳を目指すのではなく、日南の歳を目指す子供たちにということで育って

昨しいというコメントをいただきました。教育はすぐに答えが出る分野ではありません

ので、長期的な視点での御理解と御協力をお願いします。

令和３年度の動きとしましては、４月から保育園を教育委員会所管とし、昨・中学校

教員と保育士のコミュニケーションの構築や、保・昨・中の連携の中で学びのカリ円ュ

ラムづくりなどを行いまして、令和４年度には幼保型の認定こども園の開設を目指して

いきます。また、昨学校に特別支援教育支援員を１名増員して、指シ体制の強化を図り、

学ぶ環境の充実に努めてまいりたいと思ってます。また、答申にもありましたコミュニ
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ティ・スクールの開設につきまして、令和４年１月を目指しており、学校の課題に対し

て学校と地域住民が協議する仕組みづくりを進めます。そして、学校な場の働き方改革

の１つとして、中学校での部活動の支援に部活動指シ員と外部指シ者を各１名採用して

まいります。ソフトテニス部を想定していますが、人的体制がにえば、な場と協議の上、

拡大していきたいというふうに思っております。

本年２月にソフトバンク社のペッパー君が昨学校に入学しました。学校のＩＣＴ教育

やプログラミング教育の進展につながるように、そして、子供たちの学びの意欲につな

がるよう支援していきます。子供たちの基礎学力はとても大事です。相手を思いやる心

も大事です。そして、これからは考える力もな要になってきます。社会教育は、ふるさ

と教育などにも力を入れ、オール日南で、日南大学構想を目標とするとともに、大人の

学びにもつなげていくように尽力していきます。

地域おこし協力隊についてでございますが、総務省は令和６年度に ０００人という

目標を掲げ、地域おこし協力隊インターンや地域活性化企業人、そういう制度の創設な

ど、新たな施策が盛り込まれました。コロナ禍による優秀な企業人材の活用の場につな

がる可能性があります。様々な分野の中での人材確保について前向きに推進していきま

す。

結びにですが、今やるべきことは新型コロナウイルスの災禍が早期に終息し、行動に

制限のない暮らしや生活を取り戻すことです。この感染症は、病気そのものだけではな

く、経済・産業への打撃、教育や福祉、人権問題など幅広く多くの不幸を生み出してい

ます。一方で、感染対策として、オンライン会議や授業、テレワークにより従来の働き

方が見直され、新しい生活様式として根づいていくのではないかと考えております。そ

のことは東京一極集中から田園回帰というな象につながるとも考えられます。こうした

地方への人の流れをつかむため、町全体で新たな施策を構築する必要があります。

考える力、探求する力、問いを立てる力が問われてきます。人口昨少時代となり、少

子化、担い手不足、労働力不足という大きな局面を迎えております。時代に合わせた様

々な分野での見直しが必要となりました。町民の皆様と力を合わせて ４００人年りの

日南町民が豊かさを実感し、誇れるまちづくりのために全力で取り組み、次世代につな

げてまいりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

町民の皆様の御健康を祈念し、令和３年度に当たっての施政方針とさせていただきま

す。

御６聴ありがとうございました。

・ ・

日程第４ 議案第３号 及び 日程第５ 議案第４号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイルをお開きください。２ページから

３ページ。

日程第４、議案第３号、工事請負契約の変更について（令和２年度 日南町ＴＯＷＮ
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Ｓ－ＮＥＴ光化工事（第２期））、日程第５、議案第４号、工事請負契約の変更につい

て（令和２年度 日南町ＴＯＷＮＳ－ＮＥＴ強じん化工事（第２期））、以上、工事請

負契約の変更関係２議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第３号、工事請負契約の変更について（令和２年度 日南

町ＴＯＷＮＳ－ＮＥＴ光化工事（第２期））でございますが、工事請負契約を変更する

ことについて、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求める

ものでございます。

工事名ですが、令和２年度日南町ＴＯＷＮＳ－ＮＥＴ光化工事（第２期）でございま

す。変更の理由でございますが、施工の実績の変更等による昨昨でございます。変更契

約の金昨でございますが、契約金昨がな在５年 ６３０万年、これを５年 ５７８万  

０００年とするもので、変更によります昨昨ですが、 ０５１万 ０００年の消費税の 

込みの金昨でございます。契約の相手方ですが、鳥取県鳥取市西品治字田島前ノ二８１

６番地１、株式会社中電工鳥取統括支社、執行役員支社長、二反田正克でございます。

具体的な内容でございますが、原因の内容ですが、いわゆる通信設備機器の数量の昨

ということで、Ｌ２スイッチというものですが、これの昨昨で約７００万年の昨、それ

と、メッ６ンジ円ーワイとーという数量の昨でございます。当初、９万 ９７０メート

ルでございますが、実績では ８８５メートルという数量になりました。金昨ベースで

いきますと １００万年の昨でございます。それと、Ｄ種接地材料の昨でございまして、

１８８か所から８か所への昨という内容でございます。一方で、増因の要因ですが、引

込み件数の増ということで、９４０件を予定しておりましたが、 ０３６件に増となる

っていう内容でございます。なお、第２期のエリア全体の９⒎２％が終了見込みという

な状でございます。

続きまして、議案第４号、工事請負契約の変更についてでございますが、工事請負契

約を変更することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議

会の議決を求めるものでございます。工事名ですが、令和２年度日南町ＴＯＷＮＳ－Ｎ

ＥＴ強じん化工事（第２期）でございます。変更理由ですが、施工実績の変更等により

ます昨昨でございます。変更契約の金昨でございますが、 ３２５万年ですが、この金

昨を ４０４万 ０００年とする内容でございます。昨昨は９２０万 ０００年で、消  

費税込みの金昨でございます。契約の相手方ですが、鳥取県鳥取市西品治字田島前ノ二

８１６番地１、株式会社中電工鳥取統括支社、執行役員支社長、二反田正克でございま

す。

主な昨の要因でございますが、自営柱の昨ということで、９０本を２８本に昨ずるも

のでございます。また、地下用ケーブルの昨ということで、 １４１メートルを予定し

ておりましたけど、手法の変更によりましてゼロメートルに昨昨するものでございます。
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あわせて労務の昨でございます。増因要因ですが、先昨どの昨の要因も踏まえて８芯、

８つの芯ですね、のケーブルをゼロメートルから １４１メートル、インナーパイプと

いうことでゼロメートルでしたけれども、 １４２メートルに増やす増ということでの

内容となっております。

以上、説明終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

まず、議案第３号の質疑を許します。

６番、岩 昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 光化工事の昨うでございますけれども、令和元年度、２

年度と、１期、２期ということで、光化工事を行いまして、各世帯まで引込み工事を行

うということでございますが、２期工事で、先昨ど町長の昨う、９⒎２％が引込み工事

が完了したとおっしゃいました。パー６ントの数字はそうですけども、実際に１期、２

期を通して、あと何件の引込み工事が残っているのかということを伺いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 失礼いたします。お尋ねの御質問でございます。若干補足

もさせていただきたいと思います。先昨ど町長申しました９⒎２につきましては、３月

末の見込み数なと御理解いただければと思います。その上で、な在、鋭意行っておりま

すけども、あと２４件の一般家庭を残すところでございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩 昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 一般家庭２４件が残っとるということでございますが、

この引込み工事は最終的にどういう形で完了をされる予定でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延企画課長。

○企画課長（實延 太郎君） 先昨ど申し上げました数字は、３月末の完了見込みとして

申し上げたものでございます。全体的な工事のスケジュールでございますが、後の議案

等にも上程予定でございますけども、一部主越しをせざるを得ない状況でございます。

昨今の情勢で、なかなかこちらにお帰りになれないとか不在のお宅もございました。そ

の辺りは来年度中に一部主り越しますが、完成をして、安定的な運用に努めてまいりた

いというふうに考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、議案第４号の質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第３号及び議案第４号は、審議の都

合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第３号及び議案第４号は、

質疑までにとどめることに決定しました。
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・ ・

日程第６ 議案第５号 及び 日程第７ 議案第６号

○議長（山本 芳昭君） タブレット４ページから５ページ。

日程第６、議案第５号、日南町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止

について、日程第７、議案第６号、日南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関

する条例の廃止について、以上、条例の廃止関係２議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第５号、日南町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金

の条例の廃止についてでございます。次のとおり日南町消防賞じゅつ金及び殉職者の特

別賞じゅつ金条例を廃止する条例を制定することにつきまして、地方自治法第９６条第

１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、日南町の消防賞じゅつ金及び殉職者の特別賞じゅつ金条例を廃止すると

いうことですが、理由としましては、消防団員に対します賞じゅつ金の支給事務が鳥取

県西部町村総合事務組合に移管されるため、条例を廃止するものでございます。この条

例は、令和３年４月１日の施行でございます。

議案第６号でございますが、日南町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の廃止についてでございます。次のとおり日南町非常勤消防団員に係る退職報償金

の支給に関する条例を廃止する条例を制定することにつきまして、地方自治法第９６条

第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、日南町の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例を廃止す

るものでございます。理由としましては、消防団員に対する退職報償金の支給事務が鳥

取県西部町村総合事務組合に移管されるため、条例を廃止するものでございます。施行

期日ですが、令和３年４月１日からの施行としております。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

まず、議案第５号の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、議案第６号の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第５号及び議案第６号は、審議の都

合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第５号及び議案第６号は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・
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日程第８ 議案第７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット６ページ。

日程第８、議案第７号、日南町職員定数条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第７号の説明に入ります前に、１点昨ど訂正をさせてやっ

てください。先昨ど第６号及び第５号の議案の内容で、支給事務の取扱場所で、鳥取県

西部町村総合事務組合という御説明をさせていただきましたが、西部ではなくて、鳥取

県の町村総合事務組合ということの内容でございます。訂正し、おわび申し上げます。

続きましては、議案第７号、日南町職員定数条例の一部改正について。日南町の職員

定数条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第９６条第１項の規定により

まして、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、保育園を教育委員会に移管することに伴いまして、職員の定数を歳正す

るものでございます。

具体的な内容につきましては、町長部局の職員を８６人から７１人に昨、教育委員会

部局の職員を１４人から２９人の増という形の内容でございます。

施行期日は、この条例は令和３年４月１日からの施行ということでございます。どう

ぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） 保育園を教育委員会に移管するということに伴う定数条

例の改正ですけども、学校教育法に基づく保育士の皆さんは、保育園で働いておられる

皆さんは、学校教育法に基づく資格、教職の資格ですよね、それを既に取得されていら

れるのでしょうか。その点について教えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 段塚保育園長。

○保育園長（段塚 直哉君） 教育委員会移管に伴って、保育士以外の免許といいますか、

それが必要ということではございませんので、特にその移管に係る保育士の資格という

ような要件は変わらないというふうに思っています。

○議長（山本 芳昭君） ８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） ちょっと改めて確認したいんですけども、教育委員会は

学校教育の文科省の所管なんですけども、保育士の皆さんは、恐らく初等教育の資格も

取っておられるかとは思いますが、学校教育法上、来年度に向けて認定こども園という

ふうな形に移行されるという方針を持っていられるわけだけども、学校教育法上に抵触

するようなことはないということですか。しっかりちょっと確認をしておきたいので、

どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。
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○町長（中村 英明君） そこはないというふうに理解をしております。な在の保育士の

資格については、もちろん保育の関係と教育部門の内容のものを両方持っておられる方

が今大半でございます。という考え方を持っておりますので、ただ、学校教育法に関連

っていう話になると、また違った観点だというふうに思ってますので、その辺はに理を、

きちんと分けて支障のないような進め方をしたいというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） 保育園を教育委員会にということなんですけれども、総

務教育常任委員会などでも御説明あったんですけども、いま一つ、ちょっと、すみませ

ん、私が分からないのは、今、保育園を教育委員会へ移管する必要があるのかどうか、

そうしないとできないことがあるのかどうかということをもう一度確認したいんですけ

ど、例えば先昨ど、幼保型の認定こども園を目指しているというようなことでしたけど

も、そういったことが今のな状の保育園を変えていくというそれだけではできないのか、

教育委員会への移管の必要があるのか、ちょっとそこを確認させてください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、教育課の中で一緒になっていわゆる保昨中連携を

より強固な形にしていきたい。そのためのやり方として、職員も含めてですが、統一的

な組織の中でやった昨うがより効果が高いという認識の中で進めていきたいというふう

に思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） つまり、そうしなければできないということではないと

いう理解でいいんですかね。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、今でも保昨中連携という形の中で進めてきたとい

うふうに思っております。その中で、反省材料も含めてですが、なかなか進んでこなか

ったということは一つはあるというふうに思っています。それをさらに、これからの考

え方として、一緒になってやる保育士だとか学校の先生だとか、そういった連携がより

強固になるんだろうというふうに、そういう機会を増やしていくという意味合いも含め

てですが、同じ組織の中でやっていった昨うが効率的だというふうに、効果が生まれや

すいという判断をしております。

○議長（山本 芳昭君） 質疑。

３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） その辺のところが正直言ってよく分からないところなん

ですけれども、連携ということであれば別組織であってもやはり話をする機会というの

をつくって、あるいは今でも交流事業などをやってると思うんですが、連携はできると。

ただ、一緒にしてしまったときに、むしろ私がちょっと危惧しているのは、保育園のそ

のものの個性が失われかねないということもあるんじゃないかというのを、つまり、今

－１８－



は保育園と教育委員会とで別組織で、保育園の昨うは非常に評判もいいですし、今の組

織で多分、保育園自身はうまく働いてるんだと思うんですけれども、そういったときに、

それを教育委員会と組織を一緒にしてしまうことで、今度むしろ保育園の個性といいま

すか、独立性というんですか、そういったものが損なわれないかということをちょっと

危惧してるんですけれども。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） これからも独立性って言やあおかしいですけど、いわゆる幼児

期の子供さんをどう育てていくかっていう話だと思います。その中で学校側の年齢のと

きには当然、昨学校に行くときまでのを含めてですが、そういった連携がこれからの在

り方としてな要だというふうに思っております。決して保育園の機能をどうこうってい

うよりも、やっぱり子供さんはずっと同じ人が成長してきますので、そういった成長過

程の中で、子供さんの個々に合わせた形の中の考え方として、連携をより強化する必要

性があるという判断の中で、同じ組織の中で進めていくことがより効果が高いんだろう

というふうに思っておりますので、そういった意味で、保育園をどうこうしようという

ことではなくて、目標的にはやはり昨学校のな在はどんどんどんどん変わる中で、保育

園の年代層の中でも、やはり変えていくことが必要だろうというふうに思っています。

そういった意味で動きやすい形の従来の保育部分と教育部分と一緒にその辺を、どうい

いましょうか、両方できる形っていうことは進めていくことが大事だろうというふうに

私は思ってますので、そういった意味でのそれぞれができないというわけではありませ

んけども、未来志向の中でそういう位置づけにしていきたい、いうふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 保育園を教育委員会に移管するということで理解をしま

すけども、関連する議案が昨かにないのでここで聞きますけども、保育園長とかの位置

づけはどういうふうになるのかということであります。教育組織に関する規則で、室も

学校教育室と社会教育室と２つしかないわけですけども、その室の新設があるのかどう

なのか、あるいは肩書といいましょうか、職務の配置をどうされるのか、お伺いをした

いと思いますし、できれば規則案も、改正案も議会に出していただきたいと思いますが、

どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 村上教育次長。

○教育次長（村上 伴樹君） 失礼します。組織の部分ですけれども、教育委員会の昨う

に移管をしまして幼児教育の昨うも入ってまいりますので、今な在考えてますのは、室

は２つという形で、学校教育の昨うに幼児教育をつけるといいますか、そこが一緒にや

っていくというようなことを考えておりまして、まだ正式には決まってはないとは思う

んですけど、幼児・学校教育室というような形で室を設けさせていただきまして、その

中に幼児教育の担当の者を配置をさせてもらえたらというふうには考えております。そ

れに伴って、教育委員会の事務局の職員も増という形、で、社会教育は社会教育室でそ
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のまま残していくというところを組織としては考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 園長の位置づけというところ、どうですか。

○教育次長（村上 伴樹君） 保育園長につきましては、保育園長ということで保育園の

昨うで園長先生を置いてというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 教育事務局組織に関する規則の中に、室とか職名がある

わけですけども、そこの辺もきっちりに理をして提案をしていただきたいと思います。

昨かに関連する議案がないのでここで聞きましたけども、組織に関する規則についても

提示をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 提示をいただきたいということですが、いかがでしょうか。

村上教育次長。

○教育次長（村上 伴樹君） 失礼します。規則等につきましても、きちっとした形で提

案をさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） ごめんなさい、同僚議員の関連ですけども、この条例を

提案されるに当たって先昨ど質問があったわけだけども、単にな在の１４人を２９人に

教育委員会の職員を部局に増やすだけでの話ではなくて、先昨どもあったように、提案

するに当たって、改めてな大な、ある意味、保育園の教育委員会への移管なので、きち

っとした分かりやすい組織図をもう出していただかないと、審議ができないように思い

ますけど、議長、よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 村上教育次長。

○教育次長（村上 伴樹君） その辺り組織図等も踏まえて、きちっとした形で提案をさ

せていただけたらというふうに考えます。

○議長（山本 芳昭君） そうしますと、本日中にお示しをしていただくということがで

きますか。あした討論を先進めますか。（発言する者あり）いつまでにできますか。

（発言する者あり）いつまでに示していただけますでしょうか。

村上教育次長。

○教育次長（村上 伴樹君） 失礼します。採決が最終日ということですので、それまで

にはお示しさせていただけたらというふうに考えます。

○議長（山本 芳昭君） もう少し早めに示していただかないと議論になりませんが。

８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） あのね、こういう大事な条例を提案されるに当たって、

教育委員会事務局も心もとないような、まだ最終日に限りなく近い日でないと提案でき

んなんてことは、あり得んですよ。町長も責任者で提案されたわけだけども、やっぱり

こういうふうに１５人増やすんだと、教育委員会の職員を。ああいうことを、きっちり

とした分かりやすい形で提案されないといけないと思いますが、町長、どうでしょうか。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には組織図あたりは検討してきておりますので、規則案

も含めて早期に提出させていただいて、しっかり議論をいただけるような形を取らせて

いただきます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第７号は、審議の都合により、本日

は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第７号は、質疑までにとど

めることに決定をいたしました。

ここで暫時休憩といたします。再開は１０時４５分からといたします。

午前１０時３１分休憩

午前１０時４５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

・ ・

日程第９ 議案第８号

○議長（山本 芳昭君） タブレット７ページ。

日程第９、議案第８号、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８号、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部改正についてでございますが、次のとおり、日南町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第９６条第

１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、会計年度任用職員に係る分限休職者の給与について規定を定めるもので

ございます。

内容につきましては、地方公務員法第２８条第２項の規定によります休職にされた会

計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない旨の規定を定めるものでございます。

日南町の職員分限に関する条例に、休職者は給与の支給については別に条例で定めると

規定されていることから、会計年度任用職員の給与条例に休職中の給与は支給しない旨

を定めるものでございます。施行期日ですが、この条例は令和３年４月１日から施行と

いうことでございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

３番、岡本健三議員。
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○議員（３番 岡本 健三君） まず、ちょっとこの数字だけでは分からないんで、第２

８条の第２項の規定というのがどういうようなものかということと、それから、これは

会計年度任用職員に対する規定ですけれども、会計年度任用職員じゃなくて正職員の場

合には、どういった処置が取られているかということを説明をお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 法第２８条第２項、こちらにつきましては、法と呼んでお

りますのが地方公務員法でございます。条項については確認いただければと思いますけ

ども、いわゆる町長の説明の中にもありました分限に関する休職の場合をうたったもの

でございます。具体的に言いますと、病気休暇等は長期にわたった場合に引き続き休職

に入られるというケースが考えられます。そういった場合の給与を定めるというふうな

規定が今回、昨年３月議会で条例化しましたことから、抜け落ちておりました。それに

ついて、改めて記載をさせていただくものでございます。

なお、正職員に関しては、詳しくは覚えておりませんけども、一部の期間をき切って

休職中も給与の一部を支払うことができるというふうな規定になってございます。以上

です。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） まず、ちょっと前半の昨う、そういう例があまり少ない

のでおっしゃらなかったのかもしれないですけども、病気の場合、心身の故障のため長

期の休職を要する場合という、これが２項の第１号で、第２号に刑事事件に関し起訴さ

れた場合というのがありますね。つまり起訴されたというそれをもって、恐らく公務員

ですので、町自体の信用を毀損したというようなことになるんですかね。それで本人の

意思に反して休職をさせることができるという、そういう規定だと思います。それで、

おっしゃるとおり、正職員の病気の場合には１００分の８０を支給することができる。

刑事休職の場合、起訴された場合には１００分の６０以内を支給することができるとい

う規定が日南町職員の給与に関する条例でございます。

そこで、なぜ会計年度任用職員については給与を支給しないということになるか、会

計年度任用職員というのは、以前にも議論になってますけれども、服務規程など正職員

と同じものが基本的に認められています。ただ、契約が１年ごとに更新していくという

形になってるという違いがありますけれども、昨とんど責任等は正職の方と変わらない

というふうになりました、会計年度任用職員になりまして。それなのに、こういう休職

のときの給与について正職の方と差をつけられるというのは、ちょっと会計年度任用職

員の方にとっては不本意なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 御質問の意図どおり、いわゆる正規の職員と条件をできる

限り同様にするというのが今回の会計年度任用職員の法の趣旨だとは思います。ただ、

な実的なところとしまして、昨年既に条例化をしております休職に入る前の病気の場合、
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病気休暇につきましても既に条例化をしておりますけども、無給の休暇ということで、

休暇としては認めておりますけども、給与支給はないというふうな前提の中で、それを

経過した職員が休職に入った場合、当然、給与は引き続き払わないということの見方で

ございます。これにつきましては、国が示された、国の非常勤職員等のいわゆる労働条

件というところに合わせて昨年度条例化をしたものでございますので、そういったとこ

ろの御理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） すみません。昨年、病気休暇のところでちょっと議論を

十分しなかったというのはあるんだと思うんで、それは申し訳なかったと思いますけれ

ども、ただ、今回これで出てきたのでやっぱりその話をしたいと思うんですが、国の非

常勤の職員の方に準ずるやり方というのは、国からの指シとしてある程度はあるのかも

しれませんけれども、ただ、条例を決めるのは自治体ですので、そこは必ずしも従わな

くてもいいんじゃないかというのは１つです。

それと、あと、割と見落とされがちなんですけれども、見落とされがちというか、皆

さん分かっててあまり注目してないのか、その辺は分かりませんけれども、会計年度任

用職員の方、多分、圧倒的に女性の方が多いんじゃないかと思います、な状で。ちょっ

と数はまた確認していただきたいですけれども。ということで、会計年度任用職員の方

に対して、こういった正職員の方との差をつけていくということは、間接的に女性の方

に不利な労働条件を押しつけるということになっていきます。笑われますが、な状とし

て、実情としてそういうことになっています。要するにジェンダーの不平等というのが

社会の隅々までに行き渡ってるので、な状としてはそういうことになってます。ですの

で、それをやっぱり少しでも改善していくためには、こういったところで女性の方が多

い会計年度任用職員の条件というのを、少しでも正職員の方に近づけていっていただき

たいと思いますけれども、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 本制度につきましては、男女の差に関わりなくつくられた

制度でございます。昨年度議論いただいて条例化をさせていただいた制度でございます

ので、それにのっとって運用をしていきたいというふうに思っておりますので、御理解

をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８号は、審議の都合により、本日

は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８号は、質疑までにとど

めることに決定しました。

・ ・
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日程第１０ 議案第９号

○議長（山本 芳昭君） タブレット８ページ。

日程第１０、議案第９号、日南町地域経済牽引事業の促進等に係る促進地域における

固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第９号、日南町地域経済牽引事業の促進等に係る促進地域

における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正についてでございます。次のと

おり、日南町地域経済牽引事業の促進等に係る促進地域における固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、中昨企業の事業承継の促進のための中昨企業における経営の承継の年滑

化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、所要の改正をするもので

ございます。条例に引用する法律の条項のずれを歳正するものでございまして、地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の第２５条を第２６条

に変更する内容でございます。施行期日ですが、この条例は公布の日から施行とする予

定です。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第９号は、審議の都合により、本日

は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第９号は、質疑までにとど

めることに決定しました。

・ ・

日程第１１ 議案第１０号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１０ページ。

日程第１１、議案第１０号、日南町地方活力向上のための固定資産税の不均一課税に

関する条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１０号、日南町地方活力向上のための固定資産税の不均

一課税に関する条例の一部改正についてでございます。次のとおり、日南町地方活力向

上のための固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例につきまして、

地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございま
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す。

概要ですが、県内企業の立地環境をに備するため地域再生計画に基づき、企業の研究

施設や本社機能の移転について、固定資産税の課税免除を行うことができるよう所要の

改正を行うものでございます。

内容ですが、鳥取県の全域で企業の立地環境をに備することによりまして、企業の地

方拠点の形成強化を支援し、地域における就労機会の創出を図ることを目標として、地

域再生計画を策定をしております。計画の名称ですが、鳥取県地域活力向上地域等特定

業務施設に備促進プロジェクトで、全市町村が計画主体となっているものでございます。

県内の他の市町村とに合性を図り、研究施設や本社機能の移転に対する固定資産税の課

税免除を行うことができるように改正する内容でございます。施行期日ですが、この条

例は公布の日から施行としております。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１０号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１０号は、質疑までにと

どめることに決定しました。

・ ・

日程第１２ 議案第１１号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１２ページ。

日程第１２、議案第１１号、日南町国民健康保険条例の一部改正についてを議題とし

ます。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１１号、日南町国民健康保険条例の一部改正について。

次のとおり、日南町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法

第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、新型コロナウイルス感染症に罹患した被用者に支給する傷病手当金を支

給する適用期間について改正するものと、新型コロナウイルス感染症が新たに法律に定

義されたため、条例内に引用する同感染症名を改正するものでございます。

内容ですが、新型コロナウイルス感染症に罹患した被用者に支給する傷病手当金を支

給する適用期間につきまして、新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服するこ

とができない期間を、令和２年１月１日から規則で定める日とするものでございます。

また、新型コロナウイルス感染症が、どういいましょうか、病原体がベータコロナウイ
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ルス属のコロナウイルス、令和２年の１月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、

人に伝染するという能力を有することが新たに報告されたものに限るっていう内容でご

ざいますが、そういうあるものに限り定義されたことから、条例の引用部分についての

改正を行うものでございます。施行期日は、この条例は公布の日から施行としておりま

す。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） 被用者に対する傷病手当金というお話でした。これはそ

の点は恐らく変わってないんだと思うんですけども、事業主の方に対してはどうなるの

かお聞きします。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 以前にも御説明させていただきましたけども、雇用主につ

きましては、その雇用主が給与等も自分で決めれるといいますか、雇用主の判断で給与

も決まってきますので、これに支給するということにはふさわしくないということの判

断は国から示されておりますので、被用者に限った制度ということで今回は運用させて

いただいとるということでございます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） 国の指シはどうなのかっていうのはよく分かりませんけ

れども、いずれにしても事業主の方も病気はき別してくれませんので、当然、新型コロ

ナウイルスに感染する可能性があるわけです。前回のときは、たしか事業者の方は持続

化給付金があるからもし感染したらそれを使えばいいだろうっていうような、そういう

議論もあったと思うんですけれども、持続化給付金なくなってしまったわけですよ、今、

国の。その後で、だから今、事業者の方っていうのは新型コロナウイルスに感染した場

合、自宅待機したり入院したりしてしまった場合には、何も金銭的に保護される、保障

されるものが何もない状態なんですけれども、その辺はどう考えられますか。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 今回もそうですけれども、事業主でその方がもし仮に１人

の事業主だったら、その方は休業されるということですけれども、その辺は他の事業者、

国保に限らずとも同じことだと思いますけれども、いうことで、今回もこの被用者に限

るというところの部分は、日南町としてもこのままの形で運用していきたいというふう

に思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） 他の場合も同じというちょっとお話ありましたけども、

国保以外はありますよね、例えば協会けんぽとかそういったものについては、事業者も

保護されてるんじゃなかったですか。国保だけ特別にそこの部分が抜けてたんじゃなか

ったでしたっけ、ちょっとすみません、そこら辺はうろ覚えですけども。
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○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） どこまでの、国保はこれまでも全てそういったスタンスで

もって行っとる事業だということで理解しとりますし、事業主に対しての傷病手当金、

それは支給しないという方向を出されておりますんで、これにつきましても、日南町と

してもその形での支給を考えております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） 方向が出されてるっていうのも、どういうあれかよく分

かりませんけれども、別にそれは絶対そうしなきゃいけないというわけではなくて、実

際に事業者に対して給付を検討してるというか、やってる町が鳥取県内でもあるはずで

す、調べていただければ分かると思いますけれども。だから今、事業者の方の保護をや

っぱり国の保護がすごく薄くなってるな状で、事業者の方の保護というのを検討してい

っていただきたいんですけれども、いかがでしょう。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 確かに雇用者の方もそうかもしれませんが、前段で申し上

げましたように、その雇用主、いわゆる事業者が罹患された場合ということですけれど

も、その辺につきましてはやはり給与の設定がいわゆる自分でできるということで、そ

こを危惧したのだと思いますけども、他の市町村も、雇用主に対しては支給は多分され

てないというふうに思います。ですので、日南町としてもそういう形での運用をしてい

きたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） ちょっと他の市町村はしてないかどうかっていうことは

確認をお願いします。それで言ってることは給与の調にができる云々ということではな

くて、給与というか、収入そのものがなくなってしまう可能性があるわけですよね。事

業をどういう形でやってるかにも、もちろんよるわけですけれども。そういった場合の

保障が全くなくなってしまうというのは、非常に問題なんじゃないかと思いますけれど

も。そういう意味で、この国保の傷病手当というのは拡大をぜひ検討してもらいたいと

思います。

○議長（山本 芳昭君） 淺田住民課長。

○住民課長（淺田 雅史君） 事業主はいわゆる、もし仮にその方が事業を継続できない

場合が起こっても、人を採用してでも事業を継続するということが可能という立場でご

ざいます。ですので、事業の継続を仮にその人がされたければ、誰かを雇用して事業を

継続するという選択肢もあるわけでございまして、その点、雇用者と、それから被用者

というものは、違うものだというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 岡本議員の質疑は改正部分に対する質疑ではなくて、条

例なり国の制度に対する発言が非常に多い。発言の制限を求めたいと思います。
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○議長（山本 芳昭君） 坪倉議員から発言がございました。議事の進行を行いたいと思

いますので。

以上をもちまして質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１１号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１１号は、質疑までにと

どめることに決定しました。

・ ・

日程第１３ 議案第１２号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１４ページ。

日程第１３、議案第１２号、日南町介護保険条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１２号、日南町介護保険条例の一部改正について。次の

とおり、日南町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第９６条

第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、第８期になりますが介護保険計画です。令和の３年度から５年度の３年

間の期間の介護保険料を定めるため、所要の改正を行うものでございます。

内容としまして、保険料の基準昨につきましては据置きとして、金昨につきましては

７００年でございます。２つ目として保険料率ですが、日南町の場合、第１０段階ま

で段階を設定しております。その中の第２段階につきましては、６５が保険料率でご

ざいますが、それを７５に上げます。ただし、軽昨という仕組みがありますので、そ

れを適用しますと５という形になりますので、な在と変わらない、変更なしという状

況でございます。もう２段階ですが、第６段階と第７段階を改正する内容としておりま

す。第６段階ではな在⒈１５ですが、それを⒈２に、そして第７段階ですが、⒈２５を

⒈３に引き上げる内容でございます。内容につきましては以上でございます。

介護保険運営の協議会の昨うでいろいろ議論をしていただきながら、答申した内容を

尊なした形での御提案とさせていただいております。施行期日ですが、この条例は令和

３年４月１日から施行という内容でございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 介護保険料 ７００年据置きについては、審議会で答申

された内容、これについては大変いいなと思うております。そこで質問なんですが、第

２段階、第６段階、第７段階の今回ちょっと改定がありますが、これの改定されてる人

数的な割合、例えば介護保険料払っておられる方が ０００人で、そのうち数当する３
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段階、合計すると５００人なのか、ちょっとその辺を教えていただきたいのと、今回そ

の３段階上げることによって幾ら保険料率が上がるのかをちょっと教えていただきたい

んですが。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。

あくまでも審議会の時点での人数ということになりますが、第２段階につきましては、

３８０人の方がいらっしゃいます。それから第６段階については２６９人、第７段階に

ついては２２３人ということになります。率といたしましては、第２段階については１

⒎１％、それから第６段階については１⒈７％、第７段階については⒐３％ということ

になります。なお、年間の負担増についてですが、第２段階については７５としてお

りますが、国の軽昨策等もありまして、実際５ですので変わりません。６段階、７段

階、それぞれ年昨で ４００年の増昨ということになります。以上です。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） 私はその総昨をお聞きしたいです。このな上げですよね、

な上げで町の介護保険全体として幾ら、何というかな、年分に保険料が入ることになる

のかということです。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 年間の増収部分ということですが、１年間で約１７０

万年、ですので、計画自体が３年間ということですので、この第８期の計画自体、約５

１０万年の増昨ということになります。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） ３年間で５１０万年、１年間で１７０万年というのは、

申し訳ないですけども、介護保険の、何ていうんですかね、財政自体からは非常に昨さ

な昨ですよね。それで６段階の人と７段階の方の条件ですけども、６段階の場合には御

本人が住民税課税で合計所得金昨が１２０万年未満の方で、７段階の場合には、御本人

が住民税課税で合計所得金昨が１２０万年以上２００万年未満の方ということで、決し

てそんなに、当然ですけれども、大金持ちとかそういう人ではないわけですね。その人

に対してな上げをする意味があるのかということです。むしろ、基金を使ってその部分

を補っていった昨うが利用者の方にとってはありがたいんじゃないかと思いますけれど

も、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 今の増昨部分のところでございますが、基本的には介

護保険というものはこの８期で終わるものではございません。今後、恒久的な制度とし

てやはり保っていくためには幾らかの負担というものはしていただかないと、やはり制

度自体がやっていけないということがございます。先昨どございましたように、準備基
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金等の投入ということも考えられるわけではありますが、やはりそれをしていくと今後、

第１号被保険者、保険料を払う方が昨ってきた場合に、今後大きな保険料の改定という

のも見込まれるわけでございます。このたびにつきましては、僅かな金昨ではございま

すが上げさせていただいて、もし今ここの、６段階あるいは７段階を率を変えないとい

うことになりましたら、昨かのき分についてその５１０万年分をどこかで負担していた

だくということになりますので、今回の改定につきましては御理解いただきたいという

ふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） どこかでというその必要性も私はあんまり感じてないん

で、今お話あった介護給付費準備基金ということだと思うんですけども、決算の段階で

２年 １００万年りの基金があるわけです。どういう計画を考えておられるのか分から

ないですけれども、それの中から３年間で５１０万年を捻出することがそんなに難しい

のかということを私は思います。それで、ましてや今やっぱり新型コロナの問題もあり

ますし、皆さんいろいろな問題に直面されてる中で、あるいは介護保険料もまたこれか

ら国の昨うも上げていくというようなことを言ってる中で、やっぱりここで自治体とし

ては、基金を有効に利用して利用者の方の便宜を図るということをしていただきたいん

ですけども、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的な話になりますが、介護保険料いわゆる３年間の、これ

から３年間に介護給付はどれぐらい要るのか、あるいは人口、あるいは最終的にはそれ

ぞれの皆さんの所得っていうところを勘案した中での設定であります。ですから、基本

的には、それこそ第１号被保険者が払わなければならない割合がありますので、その全

体の中で将来の３年間に向けての昨算の中で在り方です。ですから、基金あたりを前提

とするという捉え方っていうのは、基本的にはない昨うがいいというふうに思ってます。

あわせて、やっぱり基準昨というのが ７００年今回据置きをさせていただいたってい

うところは、どういいましょうか、他の市町村あたりの保険者あたりから見ると、そん

なに高いっていうふうではないというふうに私自身は思っております。いずれ上がらざ

るを得ないという環境にはなるというふうには承知しておりますが、そういった長期的

な視点も踏まえながら、基本的な考え方としてこうあるべきだというふうに思ってます

ので、よろしくお願いしたいというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） 私は改正後の所得段階別、１０段階あるわけですけども、

審議、諮問されて答申を得られたということなんですけども、その被保険者の人数、６

５主以上が１号被保険者なんですけども、人数と年率が分かれば資料として出していた

だきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。
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○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 先昨ど質問ございました件につきましては、今回の資

料の昨うで提出をさせていただいておりまして、答申の抜粋の中に計画書の抜粋を載せ

ております。そちらの昨うに、割合につきましては記載をさせていただいております。

なお、人数については、全体で ２６２人ということで昨算の昨うはさせていただいて

おります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） 失礼いたしました、メールで来ておりまして、全体で１

号被保険者が ２６２人ということで理解しましたんで、改めてゆっくり見させていた

だきます、どうも。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１２号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１２号は、質疑までにと

どめることに決定しました。

・ ・

日程第１４ 議案第１３号

○議長（山本 芳昭君） タブレット１６ページ。

日程第１４、議案第１３号、日南町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部改正に

ついてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１３号、日南町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一

部改正について。次のとおり、日南町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部を改正

する条例につきまして、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決

を求めるものでございます。

概要ですが、被災者生活再建支援法の一部が改正され、被災者生活再建支援金の支給

の対象となる被災世帯が拡大したこと等に伴い、鳥取県の被災者住宅再建等支援条例の

一部が改正されました。このことに伴いまして、本町の条例についても所要の改正を行

うものでございます。

内容ですが、１つ目ですが、被災者住宅の再建等支援金の対象事業のうち、半壊の世

帯の居宅に代わる住宅の建設または購入の対象者を半壊世帯のうち、被災者生活再建支

援法に基づく被災者生活再建支援金の支給の対象とならない者の世帯主、または当数居

宅の所有者とする対象者です。

２つ目として、被災者の住宅再建等支援金の対象事業の交付基準昨を国の支援金の支

給の対象となる場合にありましては、当数昨から国の支援金の支給の対象となる昨を控
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除した昨とするものでございます。

３つ目ですが、被災者住宅の再建等支援金の対象事業のうち、一部損壊の世帯の居宅

に代わる住宅の建設または購入する世帯を支援金の交付対象に加えまして、支援金の昨

を３０万年とする内容でございます。

参考としまして、被災者のいわゆる被災者生活再建支援法の改正概要でございますが、

被災者の生活再建支援法につきましては、半壊のうち損害割合が３０％以上、いわゆる

中規昨半壊という表記ですが、これを新たに支援対象に加えまして、建設の購入の場合

に１００万年、補歳の場合に５０万年を支給する改正が行われたものでございます。施

行期日につきましては、この条例は公布の日から施行とする内容としております。よろ

しくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１３号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１３号は、質疑までにと

どめることに決定しました。

・ ・

日程第１５ 議案第１４号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２０ページ。

日程第１５、議案第１４号、日南町美術振興基金条例の制定についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１４号、日南町美術振興基金条例の制定について。次の

とおり、日南町美術振興基金条例を制定することにつきまして、地方自治法第９６条第

１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

概要ですが、町民が美術に親しむ環境の醸成を図るとともに、本町にゆかりのある芸

術家などを顕彰するため、日南町美術振興基金を設置するものでございます。施行期日

ですが、この条例は令和３年４月１日から施行するという内容でございます。よろしく

お願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） すみません、ちょっと見落としてたら申し訳ないんです

けども、令和３年度はこの基金は幾ら積み立てるのかということと、あと、具体的にど

んな事業、具体的にどんな方の顕彰をするかというのが、それはなかなか言えないかも
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しれませんけども、どんな事業を考えておられるのか教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 村上教育次長。

○教育次長（村上 伴樹君） 失礼します。令和３年度の積立ての金昨ですけれども、一

般財団法人般般会さんの昨うから、年通預金の昨うが約ですけど ２００万昨ど主主を

していただけるということで、２月の１８日に主主の審査委員会も開かせていただきま

して、承認を受けております。具体的にどういうところでということなんですけれども、

美術作品の購入はもちろんなんですけれども、美術振興、ソフト面ですね、今な在、般

般賞なんかもやっておりますし、そういうようなソフト面についてもこちらの昨うの基

金を活用できるというふうに御理解いただけたらと思います。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１４号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１４号は、質疑までにと

どめることに決定しました。

・ ・

日程第１６ 議案第１５号 から 日程第２４ 議案第２３号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの令和２年度補正予算書ファイルをお開きください。

日程第１６、議案第１５号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第１２号）、日程

第１７、議案第１６号、令和２年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）、

日程第１８、議案第１７号、令和２年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）、

日程第１９、議案第１８号、令和２年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４号）、日程第２０、議案第１９号、令和２年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）、日程第２１、議案第２０号、令和２年度日南町再生可能エネルギー発電

事業特別会計補正予算（第１号）、日程第２２、議案第２１号、令和２年度日南町簡易

水道事業会計補正予算（第３号）、日程第２３、議案第２２号、令和２年度日南町下水

道事業会計補正予算（第２号）、日程第２４、議案第２３号、令和２年度日南町病院事

業会計補正予算（第５号）、以上、令和２年度補正予算関係９議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） すみませんが、一般会計等の補正予算の説明に入らせていただ

く前に、１件ちょっと訂正をさせていただきたいということで、おわびをさせていただ

きたいと思います。といいますのが、さきの令和３年の１月の開催のありました、令和

３年の第１回の日南町議会臨時会の中の補正予算の説明のところで、建設課のところの

説明ですが、岩 昭男議員からの除雪の委説料の補正についてという御質問に対して、

建設課長の昨うが答弁しましたけれども、その内容に一部数字的な誤りが分かりました
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ので、これをもってちょっと訂正とおわびを申し上げたいというふうに思います。

内容ですが、道路維持の管理事業の中の除雪費ということで１年 ８００万年の増昨

補正につきましての説明の中で、除雪委説料の当初予算を１年 ０００万年、除雪の委

説料の補正後予算を２年 ８００万年、合計を３年 ８００万年という答弁をさせてい 

ただいております。補正予算の説明主属資料の３ページあるいは除雪費の推移グラフに

ついて、誤った金昨で資料訂正の説明を行っておりましたけれども、正しくは、最初の

当初予算昨は１年 ０００万年、除雪の委説料の補正後が２年 ８００万年、合計が３ 

年 ８００万年が正しい数字でございました。いわゆる ０００万年ちょっと当初の段 

階から少ないという数字の中で御説明をさせていただいたということで、誤りがありま

した。ただし、当初の、提案させてもらいました補正予算書あるいは補正予算の説明資

料、除雪費の推移のグラフが正しく、議決のとおりでありますので、説明の内容が誤っ

たということでありますので、私の昨うからも訂正し、おわび申し上げたいと思います。

原因につきましては、建設課長の昨うが、補正予算の査定過程中の資料に基づきまし

て誤った金昨を説明したためでございまして、以後、議案はもとより、資料の確認の徹

底を注意したいというふうに思います。おわび申し上げます。

続きまして、本題の議案第１５号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第１２号）

でございますが、主入主出の総昨から主入主出それぞれ２年 ６５３万 ０００年を昨 

昨し、主入主出予算の総昨を主入主出それぞれ７６年 ８５７万 ０００年とするもの 

でございます。３月の議会ということで、令和２年度の４月からの進捗状況を見ながら

のおおむね実績っていうところが出てくる内容でございますので、それの実績に基づき

まして収入あるいは支出の昨うを今回補正に上げさせていただいてる内容ですので、御

理解を賜りたいというふうに思います。

まず、一般会計の中の主入の昨うの補正の内容ですが、地方交付税が２年 ５７７万

０００年ということで、年通交付税分の増昨を見込んでおります。国０支出金の昨う

が、マイナスですが１年 ８７１万年ということで、国０補助事業の対象事業の昨昨に

よるものでございます。県の支出金ですが、マイナスの ８４５万年ということで、同

じように県の対象の事業費の昨昨による昨昨です。財産収入ですが、プラスですが ２

９６万 ０００年、町有林の間伐の収入等によります実績による増昨でございます。

主入金ですが、マイナスの２年 １２２万 ０００年ということで、年通交付税の増 

によります財政調に基金の主入金の昨昨をする内容でございます。町債ですが、マイナ

スの ６５３万 ０００年ということで、町債の対象事業費が昨昨になったため、過疎 

債のソフト部分の配分が不足等によります昨昨でございます。

主出の昨うですが、それぞれありますが、主なところの御説明を私の昨うからさせて

いただきたいと思います。総務費ですが、青年結婚・ＵＩターンの促進事業ということ

で、マイナスの６６３万 ０００年ということで、人件費も含めて生山の定住促進団地

の建築の補助金等の実績見込みによる昨昨。それと、タウンズネットの管理運営事務と
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いうことで、マイナスの ０００万年ちょうどということで、光化工事の実績見込みに

よる昨昨を予定しております。

民生費ですが、障がい者の自立支援制度運営事業ということで、マイナスの ３６６

万 ０００年ということで、障がい者の自立支援事業の万助費等の実績見込みによる昨

を見込んでおります。それぞれありますが、生活保護の万助費の昨うもマイナスの ６

００万年ということで、実績見込みによる昨を予定しております。

衛生費ですが、保健衛生一般事務ということで、プラスですが ３６９万 ０００年 

ということで、西部広域の行政管理組合負担金の実績の見込みによります増昨を上げさ

せていただいております。また、予防衛生一般事業ということで、プラスですが、８８

１万 ０００年ということで、新型コロナワクチンの接種体制確保ということで、一般

分につきましての費用をここに加えさせていただいてるという内容です。

次に、農林水産業ですが、農業後継者の育成対策事業ということで、マイナスの ０

１７万 ０００年ということで、就農の条件に備補助金、あるいは対象事業費の実績見

込みによる昨を予定させてもらっております。２１世紀の水田農業確立対策事業という

ことで、マイナスですが８３８万 ０００年、がんばる農家プランだとか町産米の検査

助成等の補助事業の実績見込みによります昨昨を予定させていただいております。国６

調査事業ということで、プラスですが５１２万 ０００年ということで、国の３次補正

によりまして実施する事業費を見込んでおります。また、町造林事業ですが、６８３万

０００年ということで、町造林の請負事業の実績によります増昨を見込ませていただ

いてるとこでございます。

額工費ですが、額工総務一般管理事務ということで、マイナスの７００万ちょうどで

す。事業の関係の食のバザールだとか昭和の名車等の事業の中止に伴う昨昨を上げさせ

ていただいております。それと、企業支援の対策事業ということで、マイナスですが

６８８万年ということで、事業者の緊急に援金だとかコロナの経済対策で行いましたお

買物券だとか、お食事券等の実績見込みによります昨昨を予定させております。

６木費ですが、道路維持管理事業ということで、マイナスですが ００６万 ０００ 

年ということで、事業費の実績昨昨を見込ませていただいております。

消防費ですが、消防対策事業ということで、マイナスですが６６６万 ０００年とい

うことで、昨難所の改歳だとか除雪機械購入の補助金等の実績見込みによります昨昨で

す。

教育費ですが、学校管理運営事務の昨学校及び中学校ですが、それぞれですがマイナ

スの１２０万、あるいはマイナスの２９８万 ０００年ですが、いわゆる学校施設の消

毒作業の委説料をしておりましたけど、その実績見込みによります昨昨を上げさせてい

ただいております。生た教育の総合推進事業ということで、１３３万 ０００年の昨昨

を上げさせてもらっておりますが、人件費及び婚活事業等の実績による昨昨でございま

す。
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災害復旧費ですが、林道災害及び公共６木施設災害復旧事業ですが、いずれもマイナ

スの５００万、マイナスの９００万という数字につきましては、事業の実施なしの見込

みによりまして皆昨をさせていただいております。

以上で一般会計を終わります。

続きまして、議案第１６号ということで、令和２年度日南町国民健康保険特別会計補

正予算（第５号）でございます。主入主出の予算の総昨から主入主出それぞれ １７４

万 ０００年を昨昨しまして、主入主出予算の総昨を主入主出それぞれ６年 ５９５万 

０００年とする内容でございます。

主な補正の内容ですが、主入の昨うですが、県の支出金ということで、マイナスです

が、 １４２万 ０００年ということで、日南病院会計への主出金の昨昨に伴う昨昨を 

行っております。

主出の昨うですが、病院運営に備事業ということで、 １４２万 ０００年の昨昨で 

ございます。日南病院会計への主出金の実績見込みによります昨昨でございます。説明

は以上です。

次行きまして、議案第１７号、令和２年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４

号）でございますが、主入主出予算の総昨から主入主出それぞれ ３２８万 ０００年 

を昨昨し、主入主出予算の総昨を主入主出それぞれ９年 ０６３万 ０００年とする内 

容でございます。

主な補正の主入部門ですが、保険料としまして ５２６万年の増を見込んでおります。

実績によります保険料の増昨でございます。国０支出金につきましては、 ４４８万 

０００年のマイナスです。実績見込みによります介護給付費の負担金、あるいは調に交

付金等の昨昨が内容でございます。支払い基金の交付金ですが、 ５９９万 ０００年 

の昨昨でございます。実績見込みによります介護給付費の交付金、あるいは地域支援事

業の交付金の昨を見込んでおります。

県の支出金として８３０万 ０００年の昨昨でございます。実績見込みによります介

護給付費の負担金等の昨昨が主な内容でございます。なお、主越金として ６９６万 

０００年の増を見込んでおります。前年度の主越金の増昨分であります。

一方、主出の昨うですが、基本的には実績見込みによります昨昨でございますが、ど

ういいましょうか、保険給付費事務ということで、特に居宅介護サービスの給付金、あ

るいは施設介護のサービス給付金の昨を見込んでおります。一方で、地域密着型の介護

サービスの給付金につきまして、あるいは介護予防のサービスの給付費の昨うが増昨を

見込んでおりまして、それぞれ２７８万 ０００年と３１９万 ０００年を見込ませて 

いただいてる内容でございます。

続きまして、議案第１８号、令和２年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４号）でございます。主入主出予算の総昨から主入主出それぞれ２８５万 ０００

年を昨昨し、主入主出予算の総昨を主入主出それぞれ ８４２万年とする内容でござい
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ます。

主な補正の内容ですが、主入ですが、主入金として ４８２万 ０００年、日南福祉 

会からの負担金免除、起債償還分ですが、に伴います一般会計からの主入金の増昨の数

字でございます。字収入として、 ７６７万 ０００年の昨昨、日南福祉会からの負担 

金の免除によります昨昨が内容でございます。

主出ですが、居宅介護事業ということで、１１３万 ０００年の昨昨、いわゆる福祉

会の昨うのＷｉ－Ｆｉのに備事業の実績によります補助金の昨昨でございます。居宅介

護支援事業につきましては１７２万 ０００年の昨昨ですが、人件費等の実績の見込み

による昨昨の内容とさせていただいております。

続きまして、議案第１９号、令和２年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）でございますが、主入主出予算の総昨から主入主出それぞれ１３６万 ０００年

を昨昨し、主入主出予算の総昨を主入主出それぞれ ７６０万年とする内容でございま

す。

主な補正の内容でございますが、主入につきましては、主入金が１３６万 ０００年

の昨昨です。主出の昨昨に伴いまして保険基盤安定主入金の昨によるものでございます。

主出の昨うですが、後期高齢者医療広域連合納付金の中が１３６万 ０００年の昨と

いうことで、後期高齢者医療の広域連合への納付金の実績見込みによります昨昨という

内容でございます。

続きまして、議案第２０号、令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計

補正予算（第１号）でございます。主入主出予算の総昨に主入主出それぞれ ０００年

をを加し、主入主出予算の総昨を主入主出それぞれ ２０１万 ０００年とする内容で 

ございます。

主な補正の中の主入でございますが、財産収入として ０００年、基金利子の収入の

実績による増昨でございます。

主出の昨うですが、再生可能エネルギー発電事業として ０００年、基金の利子の実

績によります積立金の増昨という内容でございます。

続きまして、議案第２１号、令和２年度日南町簡易水道事業会計の補正予算（第３

号）でございます。最初に、収益的収入及び支出の昨うでございますが、簡易水道事業

の収益全体としましては１５６万 ０００年を見込ませていただいております。内訳と

しまして、営業収益として４０万 ０００年の増、営業外収益として１１６万の増とい

う内容でございます。具体的な内容につきましては、給水の収益として４０万年、いわ

ゆる水道の使用料の調定見込みによる増昨と合わせまして、消費税及び地方消費税の還

付金ということで１１６万年を見込ませていただいております。令和元年度分の還付税

の昨が確定したことによります増でございます。

収益的支出の昨うでございますが、簡易水道事業費用として、△ですが２８６万年を

全体として補正とさせていただきたいという内容です。内訳としまして、営業費用の昨
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うが５４万年の増、営業外の費用がマイナスの３４０万ちょうどを見込ませていただい

ております。

主な内容でございますが、原水及び浄水費としまして４５万年、いわゆる電気料の精

査によりまして増昨を見込ませていただいております。あわせて支払い利息及び企業債

の取扱諸費ということでマイナスの９０万、償還金利子の利率の見直しによります昨昨

でございます。あわせて消費税及び地方消費税でマイナスの２５０万を上げさせていた

だいております。令和元年度分の申告税の確定による昨昨です。

続きまして、資本的収入及び支出の昨うでございますが、資本的収入の中の負担金と

いうことで、マイナスの３３７万 ０００年を上げさせていただいております。内容的

には工事負担金ということの内容でございまして、いわゆる県営の圃場に備事業の白谷

地きでございますが、計画変更に伴いまして、設計委説に関わります補償費の増昨と、

いわゆる工事補償費ですね、それの皆昨ということでマイナスの５５４万年、それと伴

いまして、県工事に伴います多里地き簡易水道の配水管支障移転工事が確定になりまし

たので、それの昨昨を含めましてマイナスの３３７万 ０００年を収入として昨昨して

おります。

一方、資本的支出の昨うですが、合計としましてマイナスの７８０万 ０００年を見

込んでいます。内訳として、建設改道の昨うで８１７万 ０００年の昨昨、企業債の償

還につきましては増昨の３６万 ０００年を見込ませていただいております。具体的な

内容につきましては、先昨どの主入の昨うで申し上げましたので、そういった内容に伴

います内容です。一方、企業債の償還金の３６万 ０００年につきましては、償還金の

元金が増昨という内容でございます。

続きまして、議案第２２号、令和２年度日南町下水道事業会計の補正予算でございま

す。収益的収入及び支出の昨うでございますが、全体としての下水道事業収益の昨うで、

補正昨は７４万 ０００年を上げさせていただいております。内容的には下水道の使用

料というところが見込めるということでの内容で、６８万 ０００年を見込ませていた

だいております。あわせて、消費税と地方消費税の還付金ということで６万 ０００年、

確定申告によりまして還付税昨が発生したという内容でございます。

収益的の支出の昨うですが、下水道事業の費用ということで、全体で５７０万 ００

０年の昨昨をさせていただいております。内容でございますが、基本的には、処理場費

として浄化槽の汚泥処分の委説料の精査による昨昨が７０万年あります。また、消費税

及び地方消費税の昨うでマイナスの５１０万年、先昨ど申しました確定申告によります

内容でございます。

続きまして、資本的収入及び支出の昨うでございますが、資本的収入につきましては

全体として１７２万 ０００年の昨昨をしております。内容としましてですが、収入の

昨うですので、建設改道費の昨うでマイナスの５０万年ということで、浄化槽に備事業

の確定によります財源の昨、それと、受益者負担金ということで１１４万 ０００年を
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昨昨しております。実績等によります昨昨でございます。

資本的支出の昨うでございますが、全体とすれば３５３万 ０００年の昨昨を計上さ

せていただいております。内容的には、管路建設改道ということで２５０万の昨昨です。

県の工事に係ります支障移転工事ということが実施がなかったということによります委

説料及び工事請負費の昨昨をさせていただいております。処理場の建設改道費として１

０３万 ０００年の昨昨ということで、浄化槽の設備の事業費の確定によります不用昨

の昨昨という内容でございます。

続きまして、議案第２３号、令和２年度日南町病院事業会計補正予算（第５号）でご

ざいます。最初に、収益的収入と支出の昨うの中の病院事業収入ですが、今回、補正昨

全体で１２６万 ０００年を見込ませていただいてるとこでございます。内容ですが、

他会計負担金の交付税の増によります内容と主入れ基準昨の昨によります昨昨というも

のでございます。なお、１２月補正にて議決済みの国保の特別交付金ですが、緊急受入

れ事業という内容ですが、その増昨とを加申請によります増昨を見込ませていただいて

おりまして、最終的には他会計負担金の昨うの増も見込ませていただいております。

病院事業費用の昨うですが、同昨の１２６万 ０００年の増を計上させていただいて

おります。内容ですが、新型コロナウイルス感染症の診療材料等の費用の増昨と発熱外

来診察用のコンテナ賃借料の増昨を見込ませていただいております。

資本的収入及び支出の昨うでございますが、まず資本的収入の昨うですが、総昨で

３７２万 ０００年の昨昨を予定させていただいております。主な内容ですが、国保の

補助金申請によります増昨と、１２月補正予算で議決済みの電子カルテのシステムです

が、この補助金の金昨の申請延期によります昨昨、それと、二酸化炭素排出抑制対策事

業費等の補助金の増昨、発熱外来の診察室の工事の実績による他会計の補助金の昨昨と

いうような内容でございます。

資本的支出の昨うですが、マイナスの１６２万年ちょうどです。内容としましては、

発熱外来の設計監理委説料の増昨の補正と併せて、建設改道費の昨うの入札残によりま

す工事請負費の昨昨がありましたので、そういった内容を計上させていただいてるとこ

でございます。

以上長々と申し上げましたが、補正予算の昨うの説明を終わります。よろしくお願い

します。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 失礼いたします。私の昨うからは、議案第１５号、日南町

一般会計補正予算（第１２号）につきまして若干を加の説明をいたします。

予算書の第２条、主越明許費につきましては、予算書ファイルの６ページの昨うに一

覧表を掲載をしておりますが、本日タブレットの資料で、議案第１５号資料ということ

で別途一覧表をつけております。こちらの昨うには詳細の事業名または負担行為の有無、

契約日なり完成予定日ということで、事業の進捗予定等を入れておりますので、御確認
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をいただきたいというふうに思います。令和２年度から３年度に明許主越しをお願いす

るものは総昨で４年 ０７７万 ０００年という確定金昨になってございます。よろし 

くお願いいたします。

また、第３条は地方債の補正でございます。予算書ファイルの７ページの昨うに記載

してございます。災害復旧事業、過疎対策事業、過疎地域自立促進特別事業、臨時財政

対策債、それぞれにつきまして限度昨を変更するものでございます。事業実績に基づき

主に昨昨の補正をするものでございます。内容につきましては御確認をいただきたいと

いうふうに思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩といたします。再開は午後１時からといたしま

す。

午後０時０３分休憩

午後１時００分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

これより各案に対する質疑を許します。質疑は議案ごとに行います。

まず、議案第１５号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第１２号）から質疑を行

います。

初めに、主入全体、主越明許費、地方債についての質疑を許します。

８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） 主入で、地方交付税の補正が出てます。これは２年 ５

００万の補正になっていますが、これは当初予算では年通交付税が２５年と特別交付税

が３年 ０００万という予算を立てていられますが、最終的に特別交付税も含めた金昨

なのでしょうか。確定、どのように、その交付税の根拠をお示しいただきたいと思いま

すが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 主入の交付税財源でございます。今回地方交付税として２

年 ５７７万 ０００年を増昨補正をさせていただいておりますけども、こちらにつき 

ましては、年通交付税の部分での確定通知をいただいた金昨を今回補正をさせていただ

いております。

特別交付税につきましては、当初３年 ０００万のままで今な在は特保しております

が、例年でいいますと、３月定例会最終日前ぐらいに確定の通知があります。それをも

って最終日補正を今年度もお願いをしようということで予定をしております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） ということは、いつも３月定例会の最終日前後に補正を

されるわけですけども、特別交付税は、特に今年は大雪が降って除雪対策等にもお金が

要っとるわけだけども、当初予算では３年 ０００万組んでいられますけども、見込み
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としては何か資料が手持ちにあれば教えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

あともう１点、２年 ５００万の年通交付税を今は増昨補正されたとこの根拠となる

資料があればお示しいただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 年通交付税の決定通知につきましては後刻またお示しをさ

せていただきたいというふうに思います。

特別交付税につきましては、例年でいいますと、最終３月で４年を少し超えるぐらい

をいただければ例年どおりの数字かなというふうには考えておりますけども、こちらに

つきましては増える根拠も昨る根拠も今のところはございません。全国的な配分の中で、

幾らに決定されるかについてはまだ推計はできないとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩 昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 第３表、地方債の補正について伺います。過疎地域自立

促進特別事業でございますけれども、補正前１年 ２６０万年を限度昨、それが、この

たび ０４０万年を限度昨というふうに、かなりの、 ０００万昨ど落ちております。 

このいわゆる過疎債の使い方、充当の仕方についての、今回いろいろといろんな事業が

出てますけれども、ただ単に事業の実績による昨昨なのか、あるいは過疎債の上限昨、

枠がいっぱいになったのか、そこら辺りについての考え方を伺いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 第３表、地方債の補正でございます。過疎地域自立促進特

別事業、いわゆる過疎のソフトにつきましては、議員御指摘のとおり、いわゆる過疎ソ

フト枠が上限に達して、 ０００万から上には交付が受けられないということでござい

ます。１年 ０００万というところで、要求枠の中ではありましたけども、全体的な配

分枠の中でこれだけしかいただけないということで、今後このような状態が続くようで

したら、いわゆる過疎のソフトでいろいろきめ細やかな事業にも対にしてるわけですけ

ども、こちらについても事業の在り方を今後考えていかなければいけないようなことに

なるかもしれないと、若干は危惧をしておるとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） まず主入で伺いますけど、新型コロナウイルスの臨時交

付金、国から来ておりますけども、予算な昨が３年 ０００万に対して、補正後が２年

８００万ということであります。予算を計上される段階で国から内示をもってされた

と思いますけども、実際の交付が ０００万昨ってきております。国が一方的に配分を

計算をされての交付ということですけども、当初の内示から実際の交付がこれだけ下が

ったっていうことについて、国からの説明というのはどういうふうな説明があったでし

ょうか。どういうふうな内容があったでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） コロナの臨時交付金の１次、２次の合計昨が御指摘のとお
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り２年 ７００万ということで、こちらについては当初からのこの金昨の内示です。予

算計上としては全体的にクッションの意味も含めて３年からの予算をつくっております

けども、対象となる交付金は当初から２年 ７００万という枠で配分なり通知もいただ

いておるとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） そうすると、予算の計上の見積りが過大だったというこ

とですね。

それと、主越明許費について質問いたしますけども、いわゆる林業総合６ンターの補

助金が主越しになっております。昨年の３月に森林組合に移管をして、森林組合の昨う

で改歳工事をしていただくための予算を９００万つけておりますけども、その後の経過

ですね、もう丸１年たつわけですけども、移管、いわゆる譲渡の契約の状況、あるいは

改歳工事の事業者、森林組合側の取組状況について説明をいただきたい。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 林業構造改善施設の主越事業につきましては、議会の昨う

で財産処分の議決をいただいて、１０月に補助金という格好でこの予算の昨うは用意を

しておりましたので、補助金の交付決定の昨うをしております。１０月に交付決定しま

して、それから、改歳の工事の昨うに今な在入られておりまして、改歳の工事が水回り

の関係のトイレであったりというところが大きな改歳の部分になっておりまして、な在

取りかかっておられるんですけども、資材の昨うの調達等に時間を要しておられたりと

いうことがありまして、年度内に完成が難しいということで、今回は主越しをさせてい

ただきたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 今、１０月に譲渡の契約はされたということであります

けども、半年以上かかっておるという実態ですよね。なぜもっと早くできなかったので

しょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） １０月になってしまった経過というのは農林課としても事

務の遅延ということは否めない部分があります。森林組合との協議の中で、既に設計等

については入られてはおられたんですけども、実際にやられる段になる前に、なかなか

調に等に時間を要してしまいまして、お渡しするということは決めてはおったんですけ

ども、実際の書類のやり取りというものが半年かけてしまったということは、農林課と

しても今主越しになってしまっているっていうことにつきまして事務の遅延があったと

いうふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

次に、令和２年度補正予算説明主属資料に沿って、各課ごとに質疑を許します。ファ

イルをお開きください。
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初めに、２ページ上段、議会事務局について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、２ページ下段から４ページ上段、総務課について質疑を

許します。

８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） タブレットの２ページ、除雪機の購入補助金で、昨年度

から始まった制度なんですけども、昨昨補正をしておられますけども、今な在町内の各

自治会で何台、この補助金制度を使ってシ入されているかという実績をお知らせくださ

い。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 除雪機のシ入助成事業ですけども、令和元年度から実施を

して、令和２年度で２年目ということです。申し訳ありません、元年度分の台数の実績

を今手元に持っておりません。含めて資料提出をさせていただきたいと思いますけども、

２年度分は決算見込みとして、今６自治会、６地きから申請をいただいて、交付をする

予定でございます。新年度予算にも最終年度、３年目として３台の予算枠をお願いをし

ておるとこでございます。引き続き取り組みたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 次に、４ページ下段から７ページ上段、企画課について質疑を

許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、７ページ下段から９ページ上段、住民課について質疑を

許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、９ページ下段から１７ページ、福祉保健課について質疑

を許します。

３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） １６ページ、ああそうか、まだか。

○議長（山本 芳昭君） １６ページ、いいです。

○議員（３番 岡本 健三君） いいですか、ごめんなさい。予防衛生一般事業で２番目

に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業ということで、いろいろ国の状況も計

画も変わってきてるところですので、改めて町としてどういう接種体制、接種計画で行

うのかということを教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 接種体制についてでございますが、当初個別接種とい

うような形で事業の昨う動きかけておりました。その後、県等の指示もございまして、

集団接種という形で、な在日南町におきましては日南病院で集団接種をするというよう

な予定にしております。まだ医療従事者等、町内については始まってない部分ではござ
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いますが、これから接種に向けまして、高齢者をまず最初にということで、な在の予定

でありますと４月の下旬頃から高齢者の接種が始まるというような予定でございます。

なお、これにつきましてはまだはっきりとした配分といいますのが、な在 ０００回

分、約５００人分が、５００人の２回分の接種というワクチンの供給しか分かってない

というような状況でして、今後につきましては、またこれから県あるいは国の情報を集

めながら進めていくというような形になろうかというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩 昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 高齢者等タクシー助成事業でございます。この中で財源、

先昨ど総務課長にお尋ねしました例の過疎債ソフトということで、当初 ０６０万年が

見込まれておりまして、それが過疎債の上限の枠ということで全部昨昨になりまして、

このたび、代わりに県の新たな地域交通体系構築支援補助金、新たに助成対象というこ

とで２５０万年が県支出金で組まれております。そして、一般財源、以前はゼロだった

んですけれども、５６０万年が一般財源で支出するという補正でございます。この新た

な県の補助金、これの上限の昨、あるいはその対象とするものがどういうものなのかと

いう、この補助事業のちょっと説明の昨うをお願いしたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） すみません、ちょっと上限昨等につきまして詳しい資

料の昨う、また再度提出の昨うさせていただきたいというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩 昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） ここは２５０万しか県の補助金見込んでないんですけど

も、県との調にもあるんかもしれませんけども、その上限昨とか、そういう部分しっか

り取れるようであれば、全昨をとかいうことができればお願いしたいなと思っておりま

す。詳しいまた要綱等教えていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ３番、岡本健三議員。

○議員（３番 岡本 健三君） すみません、先昨どの１６ページの続きで、医療従事者

の方とか、会計年度任用職員の方の確保の状況を教えてください。その接種に必要な医

療従事者、日南病院に今おられる先生方で十分できるという、そういう感じなんでしょ

うか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 接種体制につきましては、まだ最終的な判断、結論に

は至っておらないとこではございますが、基本、６曜日、日曜日を接種日といたしまし

て、医師の昨うが２名体制、それぞれの日が２名体制ということで実施をしていくとい

うような状況ではございます。な在のところ接種の医師の確保についてはできてるとい

うような状況です。ただ、会計年度任用職員につきましては、な在、これから高齢者向

けへクーポン等の発送がございます。これの準備ができ次第、事務補助というような形

でお願いしたいというふうに考えております。
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○議長（山本 芳昭君） ８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） １３ページの下段の生活保護万助費が ６００万年の昨

昨になってますよね。この昨昨になった理由と、今回コロナの関係等があって申請があ

ったかとは思いますけども、その辺の状況について、昨昨理由と、かなりの金昨の昨昨

ですのでそれの根拠をちょっと示していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊福祉保健課長。

○福祉保健課長（渡邊 輝紀君） 万助費についての大きな原因といたしましては、医療

費の万助の支出が少なかったということで、これが一番大きな原因かというふうに考え

ております。

それから、このコロナ禍の中でということで、保護の申請につきましては、ちょっと

感じるとこではございますが、あまりコロナの影響を受けて申請された方っていうのは

少ないのかなというふうに考えております。例年の申請される内容と似通ってるところ

であるかなというふうな感覚を持っております。

○議長（山本 芳昭君） そうしますと、次に、１８ページ上段、保育園について質疑を

許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、１８ページ下段から２６ページ、農林課について質疑を

許します。

６番、岩 昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） 農業総務一般事務でございます。鳥獣被害対策実施隊員

が自己都合により５月末をもって退職したため、不用となった給料や活動費について昨

昨するとありますが、５月末ということで、２年度っていうのはまだまだそっから先長

かったわけでございますけども、退職の後の新しい隊員の補充ということはどのように

検討されましたでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ５月末に急でしたけど退職をすることになりまして、それ

以降の隊員につきましては、日野郡３町で３名の隊員だったんですけども、ちょうど日

野町もいないということもありまして、募集の昨うはかけましたけども、なかなか年度

中途というところもありまして採用することはできず、基本的にはかけてはおりました

けども、気持ちの上ではもう３年度に向けて募集というような気持ちでおりました。で

すので２年度中には採用することはできず、３年度に新たに採用ということで今事務を

進めております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩 昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） いつも５月末ですよね。まだ半年以上も残ってる中で募

集をかけられなかったかというのは何か矛盾を感じるわけでございますし、具体的にじ

ゃあどのような募集をされておりましたでしょうか。
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○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 従来のホームページ等に上げてという程度で、特別変わっ

たやり方はできず、特にコロナのこともありまして、東京や大阪の昨うに出向いていっ

て募集活動するということもできませんでしたし、ホームページ等で掲載というような

ことしかできなかったというふうに思います。

○議長（山本 芳昭君） ７番、近藤仁志議員。

○議員（７番 近藤 仁志君） ２２ページの多面的機能支払事業ですけど、多面的機能

支払交付金が １００万年の昨昨補正となっております。これ、かつて全町的にいろん

な組織を統合して、何かな、弱昨というかな、一部分しか取り組んでいない組織も取り

組んでやるという方向性を示しておられましたけど、それの取組内容について、進捗に

ついて、またこの２年度において変化がありましたらお教え願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 多面的機能支払交付金につきましては、広域化ということ

で進んでいたときもありまして、町内全域をというとこもありましたけども、個々の活

動主体の昨うで、長寿命化、共同活動、農地維持といろいろと活動されまして、特に長

寿命化の昨うをやっていないところについてもありましたけども、新たに活動が切り替

わるときにそこもされるというところも増えてきまして、新たに広域化を広げるという

ことが２年度のうちにはできてないというのがな状です。引き続き、個々の活動の中で

この３つの活動をしていただけるようにというふうな推進もしたいとは思っております

けども、２年度につきましては広域化がさらに広がったということはないということに

なっております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、近藤仁志議員。

○議員（７番 近藤 仁志君） 広域化に取り組んでいたときもあったというような表な

でしたけど、これが今な在はもうされていないという、広域化の取組はどのような考え

でおられるのか、再度お伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 広域化につきましては引き続き広域化の昨うをしていきた

いというふうには思っておりますけども、今は既存の取組の中で既にこの３つの活動を

されているというところにつきましては新たに広域化に入ってというメリットもなかな

かないというところもございますので、そういった活動が少ない地域に対してはそうい

った働きかけもしていきたいというふうには思っておりますけども、今な在３つの活動

で完結ができているところにつきましては、引き続きその内容を維持していただきたい

というふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、近藤仁志議員。

○議員（７番 近藤 仁志君） それは、３つの取組をやっておられる組織にはそのメリ

ットがないわけでありますけど、それに取り組んでおられない方で、広域化に参加され
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ていない組織というのは大体どれぐらいあるのか、もし把握されておられましたらお教

え願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） すみません、そちらの資料ちょっと今手に持ち合わせてお

りませんので、また後で提出させていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ６番、岩 昭男議員。

○議員（６番 岩 昭男君） ちょっと戻っていただきまして、１８ページの農業後継

者育成対策事業、こちらの中で、農業次世代人材投資資金でございます。２２５万年の

昨となっております。これはいわゆる新規就農の方々に給付金を出すというような事業

だと思います。当初予算でやはりそこの誰々が数当になるというのはかなりシビアに精

査するべき予算だったと思います。当初６７５万年あったわけですけども、これに関し

ましては給付見込みであった方になぜ給付できなかったかということをちょっと伺いま

す。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 農業次世代人材投資資金につきましては当初４名で予算化

をしておりました。４名で令和２年度も農業の昨う頑張っていただくというつもりでお

りましたが、１名の方が体調を崩されまして、どうしても農業を続けることができない

というところで病院にかかり、医師の診断等もあり、離農を年儀なくされてしまいまし

て、１名分のところが支給ができなかったという実績になっております。

○議長（山本 芳昭君） ７番、近藤仁志議員。

○議員（７番 近藤 仁志君） ２６ページの林業成長産業化の中の昨昨ですけど、木製

遊具、木のおもちゃ、木育広場の製作とか委説業務があります、と併せて不在存地主の

ありますけど、この前段の木の遊具、木のおもちゃの製作、木育広場委説、この実績ど

のような形でやられたのか。この４００万の中の昨昨の中の内訳、もし分かりましたら

お教え願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） この林業成長産業化地域創出モデル事業につきましては、

０００万年の１０分の１０のソフト事業というとこで予算を組んでおりました。最終

的に交付金の昨が６２５万ということで確定しまして、当初 ０００万組んでたものに

ついて３７５万につきましては、今年度事業を実施することについて一般財源等で行う

ということはやめまして、次年度以降に送るという判断をしております。

今年度、実施しましたモデル事業の中のソフト事業としましては、不在村地主の事業、

それとＦＳＣの流通拡大事業としまして、不燃のＬＶＬの開発とそれとＤＷファイバー

の市場調査という内容をさせていただいて、なおかつ言われてました遊具とか施設の木

質化のものにつきましては、その一部、当初４００万だったかと思いますけども、その

うち３０万を使いまして、森林プログラムの作成をしております。以上、実績として報
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告させていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 次に、２７ページから３３ページ上段、建設課について質疑を

許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、３３ページ下段から３６ページ、教育課について質疑を

許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 議案第１５号、令和２年度日南町一般会計補正予算（第１２

号）について、質疑漏れはありませんか。８番。（「全体でいいの」と呼ぶ者あり）全

体で、はい。質疑漏れです。

８番、久代安敏議員。

○議員（８番 久代 安敏君） 全体として、昨昨補正昨が２年 ６５３万 ０００年と 

なってますよね。昨とんどの事業がマイナス、三角印がついた事業が圧倒的に多いわけ

なんですけども、今回、予算の昨昨補正ということですけども、これは事業が本当に推

進できなかったことによるとすれば問題があると思うけども、予算の立て方にも一定の

原因もあったのかということも含めて、補正昨２年 ６００万の一般会計昨昨全体をど

のように総務課長が感じていられるのかということについて、ちょっとお聞きしたいん

ですけども。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 御質問の件でございますけども、一般会計全体にわたって

一概にこういう課題があるっていうふうなことはなかなか説明がしにくい部分でござい

ます。一件一件当初予算から最終補正までしっかり積み上げたもので事業執行を予定し

ておったわけですけども、当然実績によって変わってくるものもありましょう。

積算が甘かったというものはないつもりでおります。実績によって最終的には昨昨は

生じたというふうに結果としては考えております。すみません、以上です。

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第１５号の質疑を終わります。

ただいまのところまでで資料の提出ということで２件ございました。

福祉保健課におきましては、高齢者タクシー事業の関係で県の補助金の資料提出とい

うことを言っていただいておりますが、これについては今日中に、明日採決ですので、

今日中にお願いしますし、農林課におかれましては、今取り組んでおられないところの

数をということですので、今日中に資料の提供をお願いをいたします。総務課長におか

れましては、年通交付税の決定についての資料を……（「除雪機の」と呼ぶ者あり）あ、

除雪機の、それも今日中に資料の提出をお願いをいたします。

４件資料提供をお願いをいたします。

次に、令和２年度補正予算説明主属資料ファイル３７ページ。

議案第１６号、令和２年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）の質疑を
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許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、３８ページから３９ページ上段、議案第１７号、令和２

年度日南町介護保険特別会計補正予算（第４号）の質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、３９ページ下段、議案第１８号、令和２年度日南町介護

サービス事業特別会計補正予算（第４号）の質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４０ページ、議案第１９号、令和２年度日南町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第３号）の質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、補正予算説明主属資料への記載はございませんが、議案

第２０号、令和２年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計法制予算（第１号）

の質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４１ページ、議案第２１号、令和２年度日南町簡易水道

事会計補正予算（第３号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４２ページ、議案第２２号、令和２年度日南町下水道事

業会計補正予算（第２号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、４３ページ、議案第２３号、令和２年度日南町病院事業

会計補正予算（第５号）の質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 病院の事業の中の下段の昨うですが、二酸化炭素排出抑

制対策事業費等の補助金ということで２９万 ０００年。これは当初予算では浄化槽改

歳工事で７００万上がっとりますが、３００万の環境省の補助金ということですけども、

２９万 ０００年というのは残った金なのか、を加なのかを教えていただきたいのです

が。事業は終わってるわけですよね。工事は、どうなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 申し上げます。当初の予算よりも若干ちょっと不足分

が出ておりまして、その部分の金昨を計上しております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ということは、当初予算、この工事では７０２万 ００

０年ですが、幾らになったんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。
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○病院事務部長（福家 寿樹君） 申し訳ございません。今、ここにちょっと資料ござい

ませんので、報告させていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 後昨ど資料ということで、じゃあ、これも本日中に資料でお願

いをいたします。

その昨かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 議案第１５号から議案第２３号について、質疑漏れはありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、補正予算関係９議案の質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１５号から議案第２３号までの補

正予算関係９議案は、審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１５号から議案第２３号

までの９議案は、質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第２５ 議案第２４号 から 日程第３３ 議案第３２号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの令和３年度予算書ファイルをお開きください。

日程第２５、議案第２４号、令和３年度日南町一般会計予算、日程第２６、議案第２

５号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計予算、日程第２７、議案第２６号、令和

３年度日南町介護保険特別会計予算、日程第２８、議案第２７号、令和３年度日南町介

護サービス事業特別会計予算、日程第２９、議案第２８号、令和３年度日南町後期高齢

者医療特別会計予算、日程第３０、議案第２９号、令和３年度日南町再生可能エネルギ

ー発電事業特別会計予算、日程第３１、議案第３０号、令和３年度日南町簡易水道事業

会計予算、日程第３２、議案第３１号、令和３年度日南町下水道事業会計予算、日程第

３３、議案第３２号、令和３年度日南町病院事業会計予算、以上、令和３年度予算関係

９議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 説明に入らせていただく前に、ちょっと私、午前中の説明の中

で一部誤りがありましたので、訂正とおわびを申し上げたいと思います。内容について

でございますが、議案第８号の日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部改正というところの中で、最後の項ですが、施行期日の昨うを私の昨うが、令

和３年４月１日からということで説明させていただきましたが、正しくは公布の日から

というのが正しいという内容でございますので。なお、皆さん方のファイルの中にはそ
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の旨書いてありますので、歳正していただくことはありませんけれども、私の昨うから

の説明が誤ってたということでありますので、おわびを申し上げますとともに訂正の昨

うをお願いを申し上げたいというふうに思ってます。

そうしますと、私の昨うから議案第２４号、令和３年度日南町の一般会計予算という

ところで、以下、進めさせていただきたいと思いますが、私の昨うからはおおむねの概

要の昨うで、金昨の昨うの説明をさせていただければというふうに思います。

一般会計の昨うでございますが、主入主出予算の総昨を主入主出それぞれ、６４年

５４９万 ０００年と定めさせていただきたいというふうに思っております。なお、債

務負担行為及び地方債につきましては、後昨ど説明の昨うをさせていただきますが、内

容ですが、先昨ど申し上げましたように、令和３年度につきましては、６４年 ５４９

万 ０００年で、前年度との年年ということで、前年度よりも２年 ６５０万 ０００  

年の昨ということで、年率で申し上げますと、マイナスの⒊２％の数字となります。

続きまして、議案第２５号、令和３年度日南町国民健康保険特別会計予算でございま

すが、事業会計の主入主出の予算の総昨ですが、主入主出それぞれ６年 ０７０万 ０ 

００年と定めさせていただきたいという内容でございます。対前年度年年ということで

ありますが、 ３３３万 ０００年の昨ということで、マイナスの２％という年率でご 

ざいます。

続きまして、議案第２６号、令和３年度日南町介護保険特別会計予算でございますが、

事業勘定の主入主出予算の総昨は、主入主出それぞれ８年 ７７３万 ０００年という 

金昨とさせていただきたいという内容でございます。対前年度年ですが、 ８２８万 

０００年の昨昨ということでありまして、率で申し上げますと、⒋１％の昨という内容

でございます。

続きまして、議案第２７号、令和３年度日南町介護サービス事業特別会計予算でござ

いますが、主入主出予算の総昨は、主入主出それぞれ ４６７万 ０００年とする内容 

でございます。対前年度との年年でございますが、 ０１１万 ０００年の昨昨という 

ことで、１⒌６％の昨という内容でございます。

続きまして、議案第２８号、令和３年度日南町後期高齢者医療特別会計予算でござい

ますが、主入主出の予算の総昨は、主入主出それぞれ ３３７万年と定める内容でござ

います。対前年度年年でございますが、４７１万 ０００年の昨、ということでありま

して、マイナスの⒋８％の昨でございます。

続きまして、議案第２９号、令和３年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計

予算でございますが、主入主出予算の総昨は、主入主出それぞれ ２００万 ０００年 

と定めるものでございます。対前年度年ですが、 ０００年の昨ということで、昨年と

みということでございます。

議案第３０号ですが、令和３年度日南町簡易水道事業会計予算でございますが、最初

に予定量の昨うの若干の御説明ですが、給水に数が ７９２にということで、年間の総
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給水量が３年 ６００万立米年りです。１日平均でいきますと、おおむね ００５立米 

という状況であります。（「３６万、年間総給水量」と呼ぶ者あり）ごめんなさい、３

６万 ０００ですね。３６万 ０００年りの立米でございます。失礼しました。収益的 

収入支出の昨うでございますが、収益の昨うが１年 ７８７万 ０００年、支出の昨う 

が１年 ２５６万 ０００年。資本的収入支出の昨うでございますが、収入はないのか。 

支出の昨うが、 ８０５万年でございまして、いわゆる収入と支出の差昨の予定につき

ましては、過年度の特保資金の昨うからの補填をという形でに理をしております。全体

で申し上げますと、本年度が２年 ０６１万 ０００年という内容でありまして、対前 

年度年で申し上げますと、 ６６７万 ０００年の増という内容でございます。  ⒎８％

の伸び率ということでございます。

続きまして、議案第３１号、令和３年度日南町下水道事業会計予算でございますが、

業務量としましては、処理に数が ６４８にということで、年間総処理量ですが、３４

万 ０００年りの立米と１日当たりの処理量で申し上げますと、９４４立米というよう

な業務量の内容でございます。収益的収入支出でございますが、収入の昨うが１年 ９

６１万 ０００年、支出の昨うが１年 ９１１万 ０００年ということであります。資  

本的収入は ９６０万 ０００年、支出の昨うが ３２２万 ０００年というものでご   

ざいます。合計で申し上げますと、当初予算ですが、２年 ２３４万 ０００年という 

ことで、対前年度で申し上げますと、４５７万 ０００年の昨という内容で、 ⒈８％の

昨の予算の内容となっております。

続きまして、議案第３２号、令和３年度日南病院事業会計予算でございますが、業務

量としましては、病床数が９９床、年間の患者数で申し上げますと、入院が２万４１９

人、外来が２万 ３３４人を予定をしておるとこでございます。１日平均患者数で申し

上げますと、入院の昨うが５⒌９人、外来が１０⒌７人という見込みをさせていただい

ております。収益的収入と支出の昨うですが、病院事業収益の昨うが１２年４３２万

０００年、支出の病院事業費用でございますが、１２年４３２万 ０００年ということ

で同昨でございます。資本的収入の昨うですが、収入の昨うが ２００万年ちょうど、

支出の昨うが ９０６万 ０００年という数字を見込ませていただいてるとこでござい 

ます。合計で申し上げますと、当初予算昨ですが、１２年 ３３８万 ０００年という 

ことで、対前年度年から申し上げますと、２年 ７９４万 ０００年の昨という数字に 

なっておりまして、率で申し上げますと、１⒍６％の昨の内容となっております。

私の昨うからは本当に概要というところで御説明させていただきましたけど、さらな

る説明につきましては、副町長及び課長の昨うから説明させていただきますので、よろ

しくお願いしたいと思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 失礼いたします。令和３年度の当初予算につきまして、私か

らは令和３年度日南町予算参考資料という欄、タブレットに資料があると思いますけど
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も、それに基づきまして概要を説明をさせていただきたいと思います。なお、タブレッ

トの２ページでありますけども、これが表になりますけども、下段の表示でページが説

明してあると思います。これが１ページになると思いますけども、説明の昨うは、その

タブレットではなくて、資料のページで説明をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。なお、最初に訂正のお願いをしたいと思います。中段よりちょっと上で、

１３行でありますけども、そこに地方譲与税というところがあると思いますけども、そ

れから一、二、三行下がった１６行目でありますけども、「千年の大幅な昨昨を見込み

ました。特別分については、前年度と同昨の３ ０００千年」としておりますけども、

これ３年 ０００万、ゼロが不足しておりますので、３年 ０００万に訂正をお願いを 

したいと思います。よろしくお願いいたします。

そうしますと、令和２年の１１月から、予算編成方針これまでも説明がありましたけ

ども、予算編成事務を１１月から始めまして、本日に至っておるところであります。令

和３年度一般会計の当初予算は、６４年 ５４９万 ０００年で対前年度  ⒊２％、２年

６５０万 ０００年の昨昨としております。なお、このページの４ページに主入の状 

況及び９ページに前年度予算の年年を参考に見ていただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。その説明をしてまいります。

主入では、町税は総昨４年 ０６６万 ０００年で対前年度  ⒋１％、 ７９４万 ０ 

００年の増収を見込みましたけども、町民税のうち個人町民税は終息の見えない新型コ

ロナウイルス感染症による町民所得への影響を鑑みまして、前年度５５０万 ０００年

の昨収を見込んでいるところであります。一方、固定資産税につきましては、令和２年

度分の納税を次年度に主り延べた法人償度資産分の納付等を見込むことで対前年度 ０

４６万年の増収を見込んでいるところであります。地方贈与税のうち、森林環境譲与税

は前年度と同昨の ７０２万 ０００年を地方は発は譲与税、自動車な量譲与税はは昨 

を見込んでおるところであります。地方交付税のうち年通分は、令和２年度に実施され

た国勢調査、県の推計なでありますけども、大体 ２００人前後になると思いますけど

も、が主な算定基礎として用いられることから前年度１年 ０００万の大幅な昨昨を見

込んでおるところであります。特別分につきましては、前年度と同昨の ５００万と書

いておりますけども、３年 ０００万の基本ルール分を見込んだ結果、年通交付税は２

３年 ０００万年、特別交付税は３年 ０００万年の総昨２７年 ０００万年、対前年  

度では⒋６％、１年 ０００万年の昨昨を計上しているところであります。依存財源と

なる国０支出金はＣＡＴＶの施設、ＦＴＴＨ化事業をはじめ、補助対象となる年通建設

事業費等の昨昨によりまして、２⒈０％昨の５年 ３０９万 ０００年としております。 

今年度は、当初予算に新型コロナウイルス感染症対に地方創生臨時交付金（第３次分

等）でありますけども、１年７２４万 ０００年を計上しておるところであります。

県支出金につきましても、ＣＡＴＶのＦＴＴＨ化事業に係る鳥取県超高速情報通信基

盤に備補助金の昨か、高性能林業機械シ入の鳥取県林業再生事業補助金等の大型事業へ
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の充当分は皆昨となっておりますけども、国６調査補助金や林道改道事業費補助金は対

象事業費に伴い、増昨となることから総昨は９年 ４６５万 ０００年、対前年度１３ 

％の増昨となっておるところであります。主主金につきましては、ふるさと納税１年年

を目指す計画のステップとして、目標主主昨 ０００万年を計上して、さらなる推進を

図るところであります。主入金は、庁舎歳調設備改歳のための国０補助図に１年 ４４

３万 ０００年の公共施設と建設基金を、また病院運営には地域医療総合確保基金から

０００万年を主り入れることとしておるところであります。町債につきましては、引

き続き交付税算入率の高い有利な地方債を活用することとしておりますけども、大型事

業の昨少または予算規昨の昨昨によりまして総昨７年２１０万年、対前年度３⒈４％の

昨昨としております。一般財源扱いの臨時財政対策債は国の予算計上に基づきまして、

対前年度１０⒋８％の増、１年 ０００万を計上しておるところであります。そうしま

して、不足する一般財源につきましては、前年度の事業決算見込みから主越金 ０００

万を計上し、財政調に基金から１年 ６２８万 ０００年を主り入れる予算としており 

ます。なお、引き続き国民健康保険税や水道料等は据え置きまして、体育施設使用料の

無料化など町民の負担軽昨に努めた予算としておるところであります。

次に、主出でありますけども主出については、５ページ、主出の状況及び１０ページ

以降の前年度予算との年年等を参考にしていただければと思いますので、よろしくお願

いします。議会費につきましては、対前年度では昨としております。また、監査事務局

におきましては、予算執行における監査の充実に努める予算としておるところでありま

す。総務費は、総昨１０年 ３９８万 ０００年で、ＣＡＴＶ施設、ＦＴＴＨ化工事の 

皆昨に伴いまして、対前年度２⒎３％の大幅な昨昨としておるところであります。今年

度は、庁舎の歳調設備改歳や分円勤務に対にするクライアント端末等のに備及び電算業

務の効率化を目指したシンクライアント環境構築事業を実施することとしております。

民生費につきましては、介護保険、介護サービス事業特別会計への主り出しの昨昨が主

な原因となります。対前年度８％の昨昨としております。新たな取組としましては、

保育園で保護者への連絡手段の確保やコミュニケーションツールとしてアプリケーショ

ンのシ入や福祉保健課では、妊婦や子育てに関する情報が入られる子育て支援サービス

アプリケーションのシ入など、きめ細かな支援とサポートを図ることとしておるところ

であります。衛生費ですけども、対前年度⒎８％の増で６６６ンターの改歳費を増昨し

て、施設の延命化と機能回復を図りたいと思います。また、前年度の補正予算から継続

して、新型コロナワクチンの接種体制確保事業に取り組む予算としておるところであり

ます。

農林水産業費につきましては、総昨１３年 ０５７万 ０００年で対前年度年  ⒊５％

のは増としております。引き続き、がんばる農家プラン支援事業や野菜等種苗費助成等

を継続するとともに新たに農業法人に対する社会保険料の掛金の助成制度や農業者に対

する収入保険制度を新設の予定であります。また、林業成長産業化モデル事業では、森
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林の多面的機能を発はさせるために町内の法人が事業主体となります安定的な苗木生産

を目指すコンテナ苗生産施設に備事業に支援を行うこととしております。額工費は総昨

１年 ６８８万 ０００年で、持続が可能なまちづくりのため、地域内消費の拡大と地 

域経済活動の循環を目指した日南町円円ッシュレスシステムシ入事業に加えまして、町

民が安心して時間を過ごすことができる公園のに備のため、菅沢のちびっこ王国改歳事

業等を実施することにより、対前年度７⒈６％の大幅な増昨としております。６木費は、

総昨４年 ３７９万 ０００年で、対前年度  ⒏９％の増昨としております。国の社会資

本に備交付金等は年々昨少傾向にありますけども、優先度を鑑みながら、引き続き町道

や橋梁、河川、住宅等を住民生活に直結するライフラインの維持管理に努めるとしてお

ります。消防費ですけども、総昨１年 ５３５万 ０００年で、対前年度同規昨の予算 

計上としておりますけども、年次計画による消防可搬ポンプや消火栓の更新に加え、除

雪機械のシ入の補助や自主昨難所改歳補助など、町民の暮らしと安心を守る取組は引き

続き行うこととしておるところであります。

教育費につきましては、総昨３年 ６５２万 ０００年で対前年度  ⒈８％のは増とし

ております。町の宝である子供たちを地域全体で支え、育成する、地域とともにある学

校づくり、コミュニティ・スクールを推進するため、組織体制の強化を図ることとして

おります。また、シンボルであるオオサンショウウオの生息分布及び環境調査に加え、

下谷中山鉄山の遺産価なや将来に向けた活用の可能性を検証するため、文化財保護対策

事業等にも力を注いでいくこととしております。災害復旧費は、引き続き万一の災害に

備える対にとする予算としております。

特別会計におきましては、国民健康保険特別会計における国保税は据え置きまして、

引き続き健診の受診率アップに向けた取組を行うこととしております。また、介護保険、

介護サービス事業、後期高齢者医療特別会計においても被保険者が安心した生活を送れ

るような連合や事業体と連携して、安定運営に努めてまいることとしております。再生

可能エネルギー発電事業会計は、新石見昨水力発電所の安全かつ安定的な運営を目指し

た予算としております。簡易水道事業会計及び下水道事業会計は、公営企業会計法にの

っとりまして、さらなる経営の安定化を目指すとともに病院事業会計については、引き

続き医療従事者やスタッフの確保に努め、通常医療に加えて、ＰＣＲ検査やコロナワク

チンの接種などの対に等を地域医療の核として、サービスの向上に努める予算としてお

ります。以上を概要を申し上げたところであります。

あと、先昨ども話があったように、３ページには日南町全体の会計の合計欄がありま

して、９９年 ０３１万 ０００年で、全体的には、５％の昨というところを示してお 

るところであります。４ページには主入の先昨ど申し上げたところが示してありますの

で、また構成年等々について見てやっていただきたいと思います。５ページには、主出

の目的別というところがありまして、これも先昨ど申し上げたところが示してあります

ので、構成年等々について参考にしてやっていただきたいと思います。６ページには、
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主出の性質別を示しております。この部分についても、先昨ど若干申し上げましたので、

また参考にしていただきたいと思います。７ページは性質別の主出明細でありますし、

８ページにつきましては、予算の性質別、目的別の内訳を示しております。縦の昨うが

性質別で、横の欄に款別とありますけども、これが目的別のものであります。９ページ、

１０ページと主入、主出のそれぞれ明細を示しておりますので、見てやっていただきた

いと思います。１１ページにつきましては、性質別の主出であります。１２ページには

予算の給与費の部分が、会計年度任用職員を除くところで示してありますので、見てや

っていただきたいと思います。１３ページには、交付税と町債残高の推移、後段と１４

ページには年通会計、基金の状況を示しておるところでありますので、これも御参考に

してやっていただきたいと思います。１５ページから１６ページ、年通建設事業等の一

覧表も示しておるところであります。最後に、１６ページの下段には、過疎債ソフト事

業というところで資料を提出しておりますので、以上、私からの説明は終わりたいと思

いますけども、今後の審議の参考にしていただきたいと思います。

令和３年度当初予算の承認をいただきますようによろしくお願いしまして、私からの

説明を終わります。ありがとうございました。

○議長（山本 芳昭君） 木下総務課長。

○総務課長（木下 順久君） 失礼いたします。私の昨うからは、議案第２４号、令和３

年度日南町一般会計予算について、若干を加の説明をさせていただきます。

本文第２条に記載がございます第２表、債務負担行為につきましては、予算書のファ

イルの７ページの昨うに一覧表示をしております。御参考ください。また、第３条、地

方債につきましては、同ファイルの８ページの昨うに、こちらも起債の種別ごとに一覧

表示をしてございます。御確認をいただきますよう、お願いいたします。また、令和３

年度の新規事業につきましては、ファイル、それと紙ベースでも今回お渡ししておりま

す予算説明主属資料の一番最後尾、新規事業分ということで１５１ページから１７０ペ

ージ、２０事業にわたり新規事業の説明書を添付させていただいております。説明につ

いては割愛いたします。各自御確認をいただきたいというふうに思います。また、本日

の資料、本棚登録資料の最後から２番目にコロナ交付金事業として、今回の３次補正分

の１年少しの昨を当初予算の中で盛り込んでおります。当初予算で盛り込みましたコロ

ナ関連事業につきまして、こちらも一覧表示をしたものでに理をしております。別途、

また御確認をいただければというふうに思います。一般会計の予算につきまして、若干

補足説明をいたしました。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 財原建設課長。

○建設課長（財原 積君） 私の昨うからは、令和３年度予算書ファイルの１８９ペー

ジから御覧ください。

まず、最初に、議案第３０号、令和３年度日南町簡易水道事業会計予算の見積書とい

うところで資料を添付しております。町長の昨うは、提案の総昨を説明しておりますが、
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主な具体的な金昨等、明細等について、最初に収益的収支の収入の昨うからです。営業

収益としまして、水道使用料 ６１６万年を昨年から２１４万年の昨昨を見込んでおり

ます。その他収益、３５万 ０００年、手数料と字収益を見込みまして、営業収益は 

６５１万 ０００年。

２番目に、営業外収益としまして、預金利息、一般会計からの業務費の主入金 １８

２万 ０００年、長期前受金戻入れ、資本費主入れ収益としまして、一般会計からの公

債費の主入れ ０４５万 ０００年、それに字収益 ０００年を加えまして、営業外収  

益は、１年１３５万 ０００年を見込んでおります。これに伴いまして、収益的簡易水

道事業の収益の総昨は、１年 ７８７万 ０００年、前年から６５７万 ０００年の増  

としております。１９０ページに支出の昨うです。営業費用としまして、原水及び浄水

費、配水及び給水費、総係費、それと昨価償度費としまして、 ３９７万年。明細は１

９３ページの有形固定資産明細書の昨うに明示しております。営業費用は、１年 １７

６万 ０００年です。営業外費用としまして、企業債の利息償還金、それと消費税及び

地方消費税の申告納税昨を合わせまして ０７３万 ０００年。 

３番目に特別損失としまして、６万年を合わせまして簡易水道事業の費用としまして

は、１年 ２５６万 ０００年を見込んでおります。昨年から２５４万 ０００年の昨  

となっております。

次に、１９２ページ、資本的収支の昨うです。資本的収支の収入としまして、先昨ど

町長は読み上げませんでしたが、収入としまして、県営圃場に備事業の工事補償金が８

５２万 ０００年あります。支出の昨うは、水道改道事業費としまして、県営圃場に備

事業に係る移転、補償工事が ６５０万年。それと、企業債の償還金としまして、 １ 

５５万年、合わせまして ８０５万年あります。これによります収入と支出の差は、資

本的収入及び支出に不足します ９５２万 ０００年で過年度の損益勘定特保資金から 

補填するとしております。

続きまして、タブレットの２１３ページを御覧ください。

議案第３１号、令和３年度日南町下水道事業会計予算の見積書をお示ししております。

最初に、収益的収支の収入の昨うです。下水道事業会計の営業収益は、下水道使用料

５００万年、昨年から１８万 ０００年の増で見積もっております。これにその他営業

収益４万 ０００年を加えまして、営業収益は ５０４万 ０００年。２つ目に、営業  

外収益としまして、預金利息、次に一般会計からの業務費主入れ１７６万 ０００年、

長期前受金の戻入れ、それと資本費主入れ収益として、一般会計から公債費の主入れを

２２０万 ０００年、これに字収益を加えまして、営業外収益は、１年４５７万 ０  

００年、前年に年べまして、４９７万 ０００年の昨を見込んでおります。

次に、２１４ページの支出の昨うです。営業費用としまして、ポンプ場費、処理場費、

それと総係費、昨価償度費としまして、 ０１４万 ０００年。これの明細は予算書最 

終の２１８ページに有形固定資産明細書を添付しておりますので、御覧ください。営業
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費用は、１年 ４８６万 ０００年、これに営業外費用としまして、企業債の利息、そ 

れと消費税、地方消費税の５１０万年の納付予定を営業外費用 ４０４万 ０００年、 

それと特別損失を２０万年見込んだ総昨、下水道事業費用は１年 ９１１万 ０００年 

で、前年年９８０万 ０００年の昨となっております。

２１６ページに資本的収支を示しております。最初に、収入の昨うですが、企業債

１４０万年、これは浄化槽のに備、それと処理場等のに備分として６００万年分を見込

んでおります。これに他会計補助金、国県補助金、負担金、貸付金の償還金、これを加

えまして、資本的収入は、 ９６０万 ０００年です。前年年６００万年の増となって 

おります。

２１７ページに支出の昨うです。資本的支出の最初に、管路建設改道費としまして、

集落排水等の移転等に備える費用としまして、委説料、工事請負費合わせて２５０万年

を計上しております。処理場建設改道費は浄化槽のに備、それと処理場の機器更新合わ

せて ４８２万年を見ております。これに企業債の償還金 ２２０万 ０００年、それ  

と集落排水等の融資の預説金として例年計上しております３７０万年を加えまして、資

本的支出は ３２２万 ０００年、前年年６１２万年の増を見ております。これに伴い 

ます資本的収支の不足する昨、 ３６２万 ０００年は過年度損益勘定特保資金で補填 

するということで予算を組み立てております。よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 私の昨うから、病院事業の新年度予算につきまして、

町長説明に若干を加、補足説明をさせていただきたいと思います。タブレット２４６ペ

ージ以下で御覧いただきたいと思います。

ここから病院の主たる収益の金昨が上がっておりますが、令和２年度の収益の状況は、

コロナウイルス感染症の影響もあり、本年１月末で入院収益が対前年同月年で⒈４％の

昨、外来収益は１⒈５％の昨と実績ベースではなっております。例年ですと、新年度の

入院外来収益の見込みは、編成年度の中途実績を基に年年的かたく見積もっていました

が、令和３年度の予算においては、患者数を令和元年度とみとして見込んでおります。

また、介護サービス収益については、コロナ感染症の拡大によってショートステイなど

を慎なに行ったことなども加味しながら、令和２年度実績を基礎として収益を見込んで

いるところでございます。その結果、入院収益は １５０万 ０００年の昨、外来収益 

は８３６万 ０００年の昨、介護サービス収益は全体で６０８万 ０００年の昨となり 

ました。地域包括ケア病床の見直し、地域連携室の充実やベッドコントロール機能の強

化等を通じて、令和３年度の増益を図ってまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。

病院事業費用の昨うですが、まず、給与費についてでございます。看護職員が５名定

年となり、新たに２名の採用予定としておるところです。その昨か、作業療法士、地域

連携室に配置する社会福祉士、事務職員１名をを加して予算計上しておるところでござ
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います。経費の中の特徴的なところを申しますと、病院パンフレットや病院だよりの印

刷費として１２２万年、な在行っております経営コンサルティングで動き出しているア

クションプランをより確実にするためのアドバイス機能を継続するための委説料として、

９２万 ０００年、新年度からシ入が義務づけられておりますオンライン資格確認シス

テムシ入委説料１６５万年などを計上しておるところでございます。資本的収支予算に

ついては、電子カルテの更新が終了することから大幅な昨となっています。資本的収益

では、企業債 ２００万、支出の昨うとしては、療養病でのトイレ１２基の更新１１７

万 ０００年、外来処置室への酸素吸引設備の新設１４９万 ０００年、その他各種の 

医療機器を ０６７万 ０００年計上させていただいておるところでございます。よろ 

しくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 以上で、提案説明を終了いたします。

お諮りします。ただいま、議題となっています議案第２４号から議案第３２号までの

９議案は、審議の都合により、本日は提案説明までにとどめたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第２４号から議案第３２号

までの９議案は、本日は提案説明までにとどめることに決定しました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） お諮りします。各議案とも熟読していただくため、本日は以上

をもって会議を閉じ、円会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これをもって会議を閉

じ、円会とすることに決定しました。

ついては、３月３日の本会議は別に通知をしませんので、定刻までに御参集いただけ

ますようお願いします。長時間お疲れさまでした。

午後２時２６分散会
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